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１
立
法
理
由
の
骨
格
と
違
憲
説
の
主
張

同
性
婚
立
法
の
理
由
付
け
の
骨
格
に
位
置
す
る
の
が
、
「
憲
法
規
範
は
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
改
正
な
く
変
化
し
得
る
」
と
い
う
主
張
で
あ

る
。
こ
の
主
張
が
前
提
に
あ
る
こ
と
で
、
当
該
立
法
理
由
は
、
婚
姻
を
同
性
間
に
拡
張
す
る
立
法
者
の
内
容
形
成
権
限
を
基
本
法
六
条
一
項

の
も
と
に
基
礎
付
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
ま
た
、
こ
の
論
理
か
ら
し
て
当
然
に
、
こ
の
理
由
付
け
に
お
い
て
、
同
性
婚
の
導
入
の
た
め

に
憲
法
改
正
が
必
要
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
刑
法
典
の
改
正
に
よ
る
同
性
愛
処
罰
の
廃
止
、
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
法
に

よ
る
同
性
間
の
生
活
共
同
体
の
法
的
承
認
、
そ
し
て
、
社
会
に
お
け
る
婚
姻
理
解
の
変
化
が
、
テ
ク
ス
ト
の
改
正
な
き
憲
法
変
動
の
要
因
と

な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
同
法
の
立
法
理
由
は
、
同
性
婚
を
め
ぐ
る
法
的
か
つ
社
会
的
な
現
実
の
変
化
に
よ
っ
て
、
基
本
法
六
条
一
項
の
婚
姻

概
念
も
ま
た
同
性
婚
を
含
む
か
た
ち
で
変
化
し
得
る
こ
と
を
、
そ
の
理
由
付
け
の
基
礎
に
据
え
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
主
観
的
歴
史
的
な
制
度
保
障
の
理
解
に
依
拠
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
立
法
理
由
の
解
釈
は
受
け
入
れ
難
い
も
の

で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ま
で
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
か
ら
し
て
、
婚
姻
の
自
由
に
含
意
さ
れ
た
制
度
保
障
の
次
元
は
、
婚
姻

カ
ッ
プ
ル
の
異
性
性
を
婚
姻
の
本
質
的
な
構
造
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
憲
法
改
正
な
し
に
は
変
更
さ
れ
得
な
い
も

（
皿
）

の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
性
婚
立
法
違
憲
説
の
主
張
は
、
お
よ
そ
、
こ
の
点
に
汲
み
尽
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
件
の

法
律
が
違
憲
説
の
主
張
に
耐
え
得
る
も
の
で
あ
る
の
か
否
か
は
、
①
ま
ず
も
っ
て
、
違
憲
説
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判

例
に
お
い
て
、
な
お
異
性
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
憲
法
上
有
効
な
規
準
で
あ
り
続
け
て
い
る
の
か
、
②
ま
た
、
婚
姻
の
伝
統
的
な
制
度
保
障

終
章

第
一
節
婚
姻
の
制
度
保
障
の
議
論
の
余
地

第
二
節
婚
姻
当
事
者
の
「
異
性
性
」

第
三
節
同
性
婚
の
内
容
形
成
権
限
と
平
等
原
則
（
以
上
、
本
号
）

第
三
款
検
討
ｌ
同
性
婚
立
法
の
合
憲
性
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２
論
点
の
Ｔ
ｌ
異
性
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
な
お
憲
法
上
有
効
な
規
準
か

ま
ず
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
お
い
て
、
な
お
異
性
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
憲
法
上
有
効
な
規
準
で
あ
り
続
け
て
い
る
の
か
否
か

と
い
う
一
つ
目
の
論
点
か
ら
検
討
し
よ
う
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
異
性
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
対
等
な
取
扱

い
に
関
す
る
一
連
の
判
例
を
経
て
、
も
は
や
立
法
者
の
内
容
形
成
権
限
を
制
限
す
る
憲
法
上
有
効
な
規
準
と
し
て
は
機
能
し
て
い
な
い
可
能

性
が
濃
厚
で
あ
る
。
例
え
ば
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
二
○
○
九
年
の
遺
族
生
活
扶
助
に
関
す
る
判
決
以
降
、
婚
姻
と
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
の
法
的
規
律
の
相
違
を
基
本
法
三
条
一
項
の
一
般
的
平
等
原
則
の
問
題
と
し
、
そ
の
区
別
の
正
当
化
に
「
十
分
に
重
み
の
あ
る
実
質
的

（
皿
）

根
拠
」
を
求
め
る
か
た
ち
で
厳
格
な
審
査
を
行
っ
て
き
た
。
既
述
の
と
お
り
、
そ
の
区
別
が
厳
格
に
審
査
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
特
別
な
平

等
の
要
請
が
妥
当
す
る
「
性
的
指
向
」
に
基
づ
く
差
別
と
し
て
認
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
種
の
事
案
に
お
い
て
、

両
制
度
の
別
異
取
扱
い
は
、
両
制
度
を
区
別
す
る
こ
と
の
「
十
分
に
重
み
の
あ
る
実
質
的
根
拠
」
が
提
示
さ
れ
な
い
が
た
め
に
幾
度
も
違
憲

の
判
断
が
下
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
二
○
一
七
年
に
同
性
婚
立
法
が
可
決
さ
れ
る
以
前
に
お
い
て
既
に
、
両
制
度
の
間
に
は
顕
著
な
内
容
上
の

相
違
が
存
在
し
な
く
な
っ
て
い
た
。

の
理
解
か
ら
乖
離
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
と
は
異
な
る
基
本
法
六
条
一
項
の
新
た
な
解
釈
、
ま
た
は
、
同
項
以
外
の
基
本
権
規
定
に
依
拠
し

た
解
釈
か
ら
同
性
婚
立
法
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
否
か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
、
こ
の
二
つ
の
論

点
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
こ
れ
ら
の
点
に
関
す
る
学
説
の
議
論
を
紐
解
き
な
が
ら
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
対
等
な
取
扱
い
に
関
す
る
判
例
の
展
開
を
踏
ま
え
て
、
冨
呉
旨
煙
の
］
①
の
国
①
鼻
は
、
次
の
よ
う

に
指
摘
す
る
。

二
○
○
九
年
の
遺
族
生
活
扶
助
に
関
す
る
判
決
、
二
○
一
○
年
の
相
続
税
お
よ
び
贈
与
税
に
関
す
る
判
決
な
ら
び
に
家
族
手
当
に
関
す
る
判
決
、
二
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つ
ま
る
と
こ
ろ
、
婚
姻
と
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
完
全
に
対
等
な
取
扱
い
を
求
め
て
き
た
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
平
等
原
則
の
解
釈
か
ら

す
る
と
、
異
性
カ
ッ
プ
ル
と
同
性
カ
ッ
プ
ル
の
間
で
異
な
る
制
度
の
名
称
を
用
い
る
こ
と
も
、
も
は
や
基
本
法
六
条
一
項
の
婚
姻
保
障
を
引

き
合
い
に
出
す
だ
け
で
は
正
当
化
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
が
汚
の
国
①
骨
の
見
立
て
で
あ
る
。

こ
の
］
①
の
ｓ
①
骨
の
見
解
と
同
様
に
、
こ
れ
ま
で
の
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
平
等
判
例
の
蓄
積
か
ら
、
「
異
性
性
」
の
メ
ル
ク

マ
ー
ル
が
も
は
や
立
法
者
の
内
容
形
成
権
限
を
制
限
す
る
憲
法
上
有
効
な
規
準
で
あ
り
得
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
の
が
、

句
①
ａ
冒
目
旦
弓
○
房
ロ
の
。
匡
借
①
儲
で
あ
る
。
三
○
房
ロ
の
ｏ
匡
謄
①
儲
は
、
件
の
同
性
婚
立
法
の
合
憲
性
に
関
し
て
疑
義
を
持
っ
て
い
た
国
昌
①
目
朴

（
皿
）

政
府
か
ら
鑑
定
意
見
の
執
筆
を
委
託
さ
れ
た
学
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
鑑
定
意
見
を
基
礎
に
し
て
書
か
れ
た
論
文
に
お
い
て
、

言
呈
①
ロ
の
。
匡
儲
①
扁
は
、
異
性
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
、
立
法
者
の
内
容
形
成
権
限
を
制
限
す
る
婚
姻
の
構
造
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
機
能

し
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

○
一
二
年
の
土
地
取
得
税
に
関
す
る
判
決
、
そ
し
て
、
二
○
一
三
年
の
継
養
子
縁
組
に
関
す
る
判
決
と
配
偶
者
分
割
課
税
に
関
す
る
判
決
な
ど
、
あ
ら

ゆ
る
法
律
上
の
差
別
化
の
試
み
は
、
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
で
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
〔
中
略
〕
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
婚
姻
と
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

百
パ
ー
セ
ン
ト
対
等
に
取
扱
う
こ
と
に
異
議
を
唱
え
な
い
ど
こ
ろ
か
、
も
し
か
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
取
扱
い
が
平
等
原
則
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
て
い

、る
と
さ
え
考
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
立
法
者
は
憲
法
を
理
由
に
二
つ
の
同
一
の
規
律
を
有
す
る
制
度
に
二
つ

の
異
な
る
名
称
を
あ
て
が
う
よ
う
義
務
付
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
支
障
な
く
根
拠
付
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
二

つ
目
の
部
分
的
な
問
い
〔
Ⅱ
同
性
間
の
婚
姻
締
結
の
権
利
の
導
入
に
関
す
る
法
律
の
規
範
統
制
に
つ
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、
こ
れ
ま
で
の
判
例

に
照
ら
し
て
、
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
の
か
と
い
う
問
い
〕
に
も
、
次
の
よ
う
に
解
答
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

、

提
起
さ
れ
得
る
規
範
統
制
の
手
続
に
お
い
て
、
基
本
法
六
条
一
項
の
婚
姻
保
障
に
対
す
る
違
反
を
理
由
に
、
「
す
べ
て
の
人
に
婚
姻
を
」
の
導
入
を
憲

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
（
肥
）

法
違
反
で
あ
る
と
宣
言
し
得
な
い
。
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要
約
す
れ
ば
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、
平
等
原
則
の
観
点
か
ら
、
婚
姻
と
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
ほ
ぼ
完
全
な
平
等
が
要
請
さ
れ
る
と

し
た
以
上
、
基
本
法
六
条
一
項
の
婚
姻
保
障
と
基
本
法
三
条
の
平
等
原
則
の
体
系
的
な
解
釈
か
ら
し
て
、
異
性
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
も

は
や
婚
姻
の
本
質
的
な
構
造
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
り
得
な
い
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
の
弓
○
斤
ロ
の
ｏ
三
倍
①
門
の
主
張
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
主
張
が
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
法
理
か
ら
導
か
れ
る
帰
結
と
し
て
妥
当
で
あ
る
と
言
え
る
た
め
に
は
、
主
観

的
歴
史
的
な
制
度
保
障
の
理
解
に
固
執
し
て
き
た
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
解
釈
方
法
が
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要

が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
六
条
一
項
で
保
障
さ
れ
て
い
る
基
本
権
の
「
自
由

（
川
）

の
特
質
」
や
他
の
基
本
権
の
価
値
決
定
を
考
慮
す
る
こ
と
は
あ
る
に
せ
よ
、
基
本
的
に
は
、
婚
姻
の
構
造
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
主
観
的
歴
史
的

こ
の
よ
う
な
見
方
を
評
価
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
多
く
の
者
は
、
立
法
者
が
同
性
カ
ッ
プ
ル
へ
の
婚
姻
を
開
放
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

同
意
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
か
で
も
〔
中
略
〕
、
第
三
に
、
特
別
な
婚
姻
保
護
の
背
景
を
な
す
諸
根
拠
（
持
続
的
で
包
括
的
で
法
的
な
拘
束
力
の
あ
る

生
活
お
よ
び
責
任
共
同
体
と
し
て
の
婚
姻
の
特
徴
、
例
え
ば
、
婚
姻
の
家
族
と
の
結
び
付
き
）
は
、
特
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
よ
っ
て
、
同
一

に
設
計
さ
れ
た
同
性
間
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
対
す
る
区
別
の
効
力
を
失
っ
た
。
判
例
は
、
登
録
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
婚
姻
と
均
一
化
す
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
と
を
も
求
め
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
点
で
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
異
性
性
と
い
う
伝
統
的
な
概
念
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
当
該
メ
ル
ク、

マ
ー
ル
が
、
特
に
民
主
的
に
正
統
化
さ
れ
る
婚
姻
の
内
容
形
成
の
権
限
を
持
つ
立
法
者
に
よ
っ
て
婚
姻
を
開
放
す
る
こ
と
に
対
し
、
依
然
と
し
て
、
そ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
（
肥
）

の
開
放
を
遮
断
す
る
効
果
を
備
え
た
婚
姻
の
排
他
的
な
構
造
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
か
は
明
確
で
は
な
い
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
体
系
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
か
ら
は
、
一
般
的
な
平
等
原
則
が
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
を
基
礎
に
婚
姻
と
登
録
生
活
パ
ー
ト

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ナ
ー
シ
ッ
プ
の
（
ほ
ぼ
）
完
全
な
対
等
な
取
扱
い
を
要
請
す
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
判
例
は
、
同
時
に
、
立
法
者
に
内
容
的
に
同
一
の
当
該
制
度
の
内

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

容
形
成
を
禁
じ
得
な
い
こ
と
を
も
含
意
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
婚
姻
保
障
の
解
釈
に
も
合
致
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
上
判
断
さ
れ
る
べ
き
問

題
は
、
立
法
者
が
、
二
つ
の
内
容
的
に
同
一
の
法
制
度
を
「
婚
姻
」
と
い
う
名
称
の
も
と
で
把
握
す
る
権
限
を
付
与
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
還
元
さ
れ

る
0
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３
論
点
②
１
１
同
性
婚
立
法
を
正
当
化
す
る
新
た
な
基
本
権
の
解
釈
の
提
示

仮
に
、
上
述
の
如
く
、
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
対
等
な
取
扱
い
に
関
す
る
一
連
の
判
例
を
通
じ
て
、
異
性
性
を
本
質
と
す
る
婚
姻
の

制
度
保
障
の
理
解
に
変
動
が
生
じ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
伝
統
的
な
そ
れ
と
は
異
な
る
婚
姻
に
関
す
る
基
本
権
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
同
性

婚
立
法
が
正
当
化
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
、
そ
の
あ
り
得
る
解
釈
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
、
次
の
二
つ
が
想
定
さ
れ
る
。

①
基
本
法
六
条
一
項
の
内
容
形
成
に
お
け
る
平
等
の
指
針
の
考
慮

第
一
に
、
論
点
①
で
確
認
さ
れ
た
、
基
本
法
六
条
一
項
の
婚
姻
保
障
と
基
本
法
三
条
一
項
の
一
般
的
平
等
原
則
と
の
体
系
的
解
釈
に
よ
っ

て
、
同
性
間
へ
の
婚
姻
の
開
放
を
基
礎
付
け
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
基
本
法
六
条
一
項
の
枠
内
で
、
基
本
法
三
条

に
由
来
す
る
「
平
等
の
指
針
（
臼
の
言
目
の
蔚
昌
屑
の
口
）
」
を
考
盧
す
る
。
そ
れ
に
鋲
っ
て
、
平
等
の
観
点
か
ら
主
観
的
歴
史
的
解
釈
に
依
拠
し

て
推
論
さ
れ
た
婚
姻
の
構
造
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
相
対
化
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
例
え
ば
、
婚
姻
の
核
心
的
内
容
に
関
す
る
新
た
な
解
釈

が
立
法
や
裁
判
で
提
示
さ
れ
る
際
に
、
平
等
の
指
針
は
、
伝
統
的
な
概
念
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
対
し
て
、
そ
の
理
解
を
維
持
す
る
「
十
分
に
重

み
の
あ
る
根
拠
」
が
あ
る
の
か
否
か
を
問
う
契
機
と
な
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
平
等
の
指
針
を
考
盧
し
た
婚
姻
保
障
の
解
釈
は
、
性

な
解
釈
に
依
拠
し
て
推
論
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
同
性
婚
立
法
が
可
決
さ
れ
る
以
前
の
裁
判
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
て
い
た
。
し

た
が
っ
て
、
］
①
の
国
①
骨
や
君
呂
①
ロ
の
。
匡
眉
閏
の
見
立
て
が
現
実
の
も
の
と
な
る
た
め
に
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、
婚
姻
の
構
造
メ
ル
ク

マ
ー
ル
を
推
論
す
る
に
あ
た
っ
て
、
主
観
的
歴
史
的
な
解
釈
と
は
異
な
る
解
釈
方
法
論
に
依
拠
し
得
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
現
に
雪
呂
①
口
の
。
匡
借
の
門
自
身
は
、
上
述
の
平
等
原
則
と
の
体
系
的
な
解
釈
の
ほ
か
に
、
婚
姻
の
核
心
的
内
容
が
、
婚
姻

（
Ｗ
）

の
機
能
や
そ
れ
を
保
護
す
る
こ
と
の
諸
理
由
に
着
目
し
た
目
的
論
的
な
解
釈
か
ら
推
論
さ
れ
得
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

基
本
法
六
条
一
項
の
婚
姻
の
核
心
的
内
容
が
主
観
的
歴
史
的
な
解
釈
と
は
異
な
る
解
釈
方
法
に
よ
っ
て
推
論
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
、
連
邦

憲
法
裁
判
所
に
よ
る
従
来
の
伝
統
的
な
制
度
保
障
理
解
へ
の
決
別
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
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的
指
向
に
基
づ
く
差
別
の
際
に
「
他
の
生
活
形
式
の
不
利
な
扱
い
を
正
当
化
す
る
十
分
に
重
み
の
あ
る
実
質
的
な
根
拠
」
が
必
要
で
あ
る
と

し
た
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
平
等
審
査
と
同
じ
構
造
を
有
す
る
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
は
、
も
は
や
異
性
性
は
立
法

者
の
内
容
形
成
権
限
を
制
限
し
得
る
憲
法
上
有
効
な
婚
姻
の
構
造
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
立
法
者
が
婚
姻
を
同
性
間
に

、
、
、
、
、
、
、

（
川
）

開
放
す
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
。

②
一
般
的
人
格
権
と
平
等
原
則
に
基
づ
く
同
性
婚
の
保
護
の
要
請

そ
れ
に
対
し
て
、
第
二
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
基
本
法
六
条
一
項
で
は
な
く
、
基
本
法
二
条
一
項
の
一
般
的
人
格
権
と
基
本
法
三
条
の
平
等

、
、

原
則
を
根
拠
に
、
同
性
婚
の
保
護
の
要
請
が
導
か
れ
る
と
す
る
解
釈
を
提
示
す
る
。
冨
四
旨
四
の
函
○
畠
が
、
『
基
本
権
の
人
間
の
尊
厳
の
内

実
』
と
題
す
る
長
大
な
モ
ノ
グ
ラ
フ
の
な
か
で
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
展
開
し
て
い
る
。

こ
の
西
○
侭
の
主
張
に
つ
い
て
詳
述
す
る
前
に
、
ま
ず
は
、
そ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
人
格
発
展
の
権
利
」
、
ま
た
は
、
「
基
本
法
一
条

一
項
と
結
び
付
い
た
基
本
法
二
条
一
項
」
と
い
う
言
い
回
し
に
つ
い
て
敷
桁
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
基
本
法
一
条
一
項
と
結
び
付

い
た
基
本
法
二
条
一
項
か
ら
保
障
さ
れ
る
の
は
、
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
、
よ
り
正
確
に
は
、
人
間
の
尊
厳
の
原
則
を
解
釈
の
指
針
と

憲
法
が
「
す
べ
て
の
人
に
婚
姻
を
」
を
要
求
し
て
い
る
か
否
か
は
、
基
本
法
六
条
一
項
に
お
け
る
婚
姻
概
念
が
、
そ
れ
自
体
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
さ

れ
得
る
か
否
か
、
す
な
わ
ち
、
当
該
婚
姻
概
念
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
依
然
と
し
て
開
か
れ
て
い
る
べ
き
で
あ
る
か
否
か
に
の
み
依
存
す
る
わ
け
で

、
、
、
、
、

は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
婚
姻
基
本
権
が
同
性
カ
ッ
プ
ル
に
拡
張
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
場
合
で
さ
え
、
さ
ら
に
、
人
格
発
展
の
権
利
と
平
等
基
本
権
が
、

ま
さ
に
、
基
本
法
六
条
一
項
の
保
障
内
容
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
み
ず
か
ら
進
ん
で
、
そ
の
他
の
カ
ッ
プ
ル
の
対
等
な
基
本
権
の
保
護
を
要
求
し
な

い
の
か
否
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

同
性
カ
ッ
プ
ル
の
婚
姻
基
本
権
は
、
基
本
法
六
条
一
項
か
ら
推
論
さ
れ
る
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
、
基
本
法
一
条
一
項
と
結
び
付
い
た
基
本
法
二
条

（
Ⅲ
）

一
項
と
基
本
法
三
条
一
項
お
よ
び
三
項
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
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（
伽
）

す
る
．
般
的
人
格
権
（
邑
鴨
日
の
胃
の
思
時
８
昌
。
房
の
蔚
壗
の
呂
呈
と
称
さ
れ
る
基
本
権
で
あ
る
。
一
般
的
に
、
基
本
法
二
条
一
項
は
、
包
括

的
基
本
権
条
項
に
あ
た
る
基
本
権
規
定
と
解
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
は
、
二
つ
の
基
本
権
が
導
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
一
方
で
、
包
括

的
な
仕
方
で
理
解
さ
れ
、
質
的
に
は
厳
密
に
区
別
さ
れ
な
い
一
般
的
行
為
自
由
、
他
方
で
、
基
本
法
一
条
一
項
と
結
び
付
い
た
基
本
法
二
条

（
皿
）

一
項
か
ら
導
か
れ
る
一
般
的
人
格
権
で
あ
る
」
。
こ
れ
を
「
型
に
は
め
て
短
く
表
現
す
れ
ば
、
一
般
的
行
為
自
由
は
、
活
動
の
保
護

（
”
）

（
シ
臣
ぐ
忌
厨
の
。
冒
冒
）
に
仕
え
、
一
般
的
人
格
権
は
、
自
己
同
一
性
の
保
護
（
冒
扇
自
陣
の
の
。
冒
蔚
）
に
仕
え
る
」
。
さ
ら
に
換
言
す
れ
ば
、
「
範

、
、
、
、
、
、
、
、

囲
に
限
定
の
な
い
一
般
的
行
為
自
由
と
の
区
別
に
お
い
て
、
こ
こ
で
は
、
「
自
己
同
一
性
の
保
護
』
と
い
う
意
味
で
の
人
格
的
な
自
律
の
確

、

（
脇
）

保
に
仕
え
る
狭
義
の
構
成
要
素
が
重
要
と
な
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、
婚
姻
法
の
拘
束
を
受
け
な
い
自
由
な
生
活
空
間
、
そ
の
生
活

空
間
を
形
成
す
る
活
動
の
保
護
と
い
う
点
で
、
婚
姻
外
の
生
活
共
同
体
は
一
般
的
行
為
自
由
の
も
と
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
対
し

て
、
性
に
関
わ
る
自
己
同
一
性
、
す
な
わ
ち
、
身
体
的
特
徴
に
よ
っ
て
割
り
当
て
ら
れ
た
性
別
と
は
異
な
る
性
自
認
を
生
き
る
個
人
の
決
定

（
胆
）

は
そ
の
者
の
人
格
に
関
わ
る
と
い
う
点
で
、
性
転
換
希
望
者
（
国
目
の
の
①
曽
①
房
）
の
法
的
地
位
は
一
般
的
人
格
権
の
も
と
で
保
護
さ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
基
本
法
二
条
一
項
の
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
に
関
す
る
上
述
の
説
明
を
前
提
に
す
る
と
、
同
性
間
の
婚
姻
の
自
由
は
、

同
項
の
い
ず
れ
の
基
本
権
の
も
と
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
○
一
七
年
に
同
性
婚
が
導
入
さ
れ
て
以
降
は
、
同
性
間
の
婚
姻

関
係
は
、
文
字
通
り
、
婚
姻
外
の
関
係
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
四
○
侭
は
、
基
本
法
の
制
定
会
議
に
あ
た
る
議
会
評
議
会
に
お
い
て
、
婚
姻

と
家
族
に
お
け
る
発
展
が
人
格
の
発
展
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
根
拠
に
、
「
他
者
と
継
続
的
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
を
締
結
す
る
こ
と
」
が
一
般
的
人
格
権
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
ま
ず
も
っ
て
、
議
会
評
議
会
で
は
、
次
の
よ
う
な
発
言
が

見
ら
れ
た
。

「
婚
姻
と
家
族
に
お
け
る
発
展
も
ま
た
、
人
格
の
発
展
の
一
部
で
す
。
個
々
の
人
び
と
に
関
し
て
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
婚
姻
と
家
族
に
お
け
る
効
果

（
蝿
）

は
、
最
も
重
要
な
事
柄
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
」
。
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こ
の
弓
言
日
四
の
評
価
を
受
け
て
、
議
会
評
議
会
は
、
現
行
の
基
本
法
二
条
一
項
に
も
見
ら
れ
る
「
道
徳
律
命
葺
の
口
、
①
の
①
厨
）
」
の
文
言
が
挿

入
さ
れ
た
同
規
定
の
草
案
を
採
択
す
る
に
至
り
、
結
論
と
し
て
は
、
こ
の
「
道
徳
律
」
と
い
う
基
本
権
の
制
約
が
、
男
性
間
の
同
性
愛
行
為

（
伽
）

を
処
罰
す
る
一
フ
ィ
ヒ
刑
法
典
一
七
五
条
を
正
当
化
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
解
に
落
ち
着
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
成
立
史
に

お
い
て
、
「
道
徳
律
」
と
い
う
文
言
が
、
基
本
法
二
条
一
項
の
基
本
権
と
ラ
イ
ヒ
刑
法
典
一
七
五
条
の
抵
触
可
能
性
を
指
摘
す
る
弓
９
日
四

へ
の
応
答
の
な
か
で
採
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
一
般
的
人
格
権
の
も
と
で
同
性
間
の
婚
姻
基
本
権
を
基
礎
付
け
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
函
○
眉
は
、
成
立
史
の
文
脈
か
ら
基
本
権
規
定
の
適
用
範
囲
を
解
釈
す
る
際
に
は
、
「
如
何
な
る
具
体
化
の

こ
の
発
言
を
根
拠
に
、
閏
○
眉
は
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
の
婚
姻
基
本
権
が
基
本
法
六
条
一
項
か
ら
推
論
さ
れ
な
く
と
も
、
同
じ
権
利
が
基
本
法

（
断
）

一
条
一
項
と
結
び
付
い
た
基
本
法
二
条
一
項
の
一
般
的
人
格
権
か
ら
推
論
し
得
る
と
解
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
基
本
法
二
条
一
項
の
起
草
の
際
に
、
著
名
な
国
法
学
者
の
一
人
で
あ
る
国
呂
胃
堅
目
言
日
四
か
ら
議
会
評
議
会
の
委
員
会
に

対
し
て
提
出
さ
れ
た
基
本
権
草
案
に
関
す
る
詳
細
な
『
批
判
的
評
価
負
目
の
ｇ
の
三
日
鳥
目
塁
の
な
か
で
、
同
性
愛
行
為
を
処
罰
し
て
い

た
ラ
ィ
ヒ
刑
法
典
一
七
五
条
が
、
こ
こ
で
の
一
般
的
人
格
権
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
書

き
留
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ヨ
人
間
は
自
由
で
あ
る
』
と
い
う
原
則
は
、
〔
中
略
〕
実
に
不
安
に
さ
せ
る
ほ
ど
注
釈
的
な
解
説
が
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
原
則
を
〔
中
略
〕

文
言
ど
お
り
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
当
該
原
則
は
、
法
学
的
に
は
果
て
し
な
く
射
程
の
広
い
効
果
を
持
つ
。
例
え
ば
、
同
原
則
は
、
成
人
間
で
双
方
の

自
由
な
意
思
の
も
と
に
行
わ
れ
る
同
性
愛
者
の
交
際
は
、
今
後
は
、
も
は
や
処
罰
し
得
な
い
と
い
う
点
で
ラ
イ
ヒ
刑
法
典
一
七
五
条
を
変
更
す
る
も
の

（
Ⅳ
）

で
あ
る
」
。
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レ
ベ
ル
で
、
憲
法
制
定
権
力
が
そ
の
決
定
を
な
す
こ
と
を
望
ん
で
い
た
の
か
が
特
に
入
念
に
明
確
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
指
摘
す

（
卿
）る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
具
体
化
の
レ
ベ
ル
と
し
て
、
当
該
規
定
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
制
憲
者
ら
の
「
具
体
的
な
観
念
の
地
平
」
と
「
一
般

的
な
観
念
の
地
平
」
と
を
区
別
し
、
憲
法
制
定
権
力
が
当
該
規
定
の
適
用
範
囲
を
い
ず
れ
の
観
念
の
地
平
に
限
定
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か

（
剛
）

が
、
当
該
規
定
の
主
観
的
歴
史
的
解
釈
の
枠
内
で
議
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
函
○
侭
は
、
こ
の
こ
と
を
ラ
イ
ヒ
刑
法
典
一
七

五
条
と
基
本
法
二
条
一
項
と
の
関
係
を
例
に
し
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

上
述
の
よ
う
に
、
四
○
眉
も
ま
た
、
確
か
に
、
制
憲
者
ら
の
具
体
的
な
観
念
の
地
平
か
ら
す
れ
ば
、
一
般
的
人
格
権
か
ら
、
ラ
ィ
ヒ
刑
法
典

、
、
、
、

〔
基
本
法
二
条
一
項
の
道
徳
律
に
関
す
る
〕
成
立
史
の
文
脈
は
、
ま
ず
も
っ
て
、
具
体
的
な
適
用
の
観
念
に
つ
い
て
の
諸
々
の
推
測
を
裏
付
け
る
。

議
会
評
議
会
の
大
多
数
の
構
成
員
は
、
当
時
、
ラ
イ
ヒ
刑
法
典
一
七
五
条
に
対
す
る
防
御
権
も
同
性
カ
ッ
プ
ル
の
対
等
な
取
扱
い
の
権
利
も
基
本
権
の

具
体
的
な
推
論
と
見
な
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
〔
中
略
〕

、
、
、
、

し
か
し
、
基
本
原
則
委
員
会
で
逐
語
的
に
読
み
上
げ
ら
れ
た
四
目
閏
・
弓
９
日
画
の
陳
述
は
、
一
九
四
九
年
の
一
般
的
な
観
念
の
地
平
を
同
時
に
決

し
て
低
く
見
積
も
っ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
人
の
卓
越
し
た
国
法
学
者
が
、
当
時
、
委
員
会
の
構
成
員
に
強

く
訴
え
か
け
る
か
た
ち
で
、
ラ
イ
ヒ
刑
法
典
一
七
五
条
が
自
由
の
一
般
的
な
基
本
権
に
抵
触
し
得
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
こ
と

は
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
が
、
決
し
て
委
員
会
の
構
成
員
の
一
般
的
な
観
念
の
地
平
の
外
に
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
示
す
も
の
で
あ

議
会
評
議
会
の
構
成
員
が
、
彼
ら
が
「
す
べ
て
の
人
に
婚
姻
を
」
に
対
す
る
基
本
権
保
護
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
を
問
わ
れ
て
い
た

だ
け
で
な
く
、
彼
ら
が
、
後
の
世
代
が
も
し
か
す
る
と
こ
の
問
い
に
対
す
る
彼
ら
の
解
答
と
す
べ
て
の
人
間
の
尊
厳
、
自
由
、
平
等
に
つ
い
て
の
彼
ら

の
一
般
的
な
陳
述
と
の
間
に
矛
盾
を
見
て
取
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
想
像
で
き
る
か
否
か
も
問
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
問
い
へ
の
解
答
が
、

（
皿
）

彼
ら
が
こ
の
こ
と
を
承
認
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
証
す
る
、
よ
り
強
力
な
兆
候
と
な
る
。

るは
○ ，
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一
七
五
条
に
対
す
る
防
御
権
も
同
性
カ
ッ
プ
ル
の
対
等
な
取
扱
い
の
権
利
も
推
論
さ
れ
得
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の

国
○
侭
の
主
張
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
彼
ら
が
包
括
的
基
本
権
条
項
に
あ
た
る
基
本
法
二
条
一
項
の
自
由
を
そ
の
よ
う
な
具
体
的
な
観
念
の
地
平

に
限
定
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
と
ま
で
言
い
得
る
の
か
否
か
を
問
う
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
制
憲
者
ら
が
基
本
権
の
章
の
冒
頭
の
三
つ

の
規
定
に
定
め
ら
れ
た
諸
理
念
、
す
な
わ
ち
、
「
す
べ
て
の
人
間
の
尊
厳
、
自
由
、
平
等
に
つ
い
て
の
彼
ら
の
一
般
的
な
陳
述
」
に
つ
い
て

問
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
一
般
的
人
格
権
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
制
憲
者
ら
の
一
般
的
な
観
念
の
地
平
と
ラ
イ
ヒ
刑
法
典
一
七
五
条
と

の
文
脈
で
推
論
さ
れ
る
具
体
的
な
観
念
の
地
平
と
の
間
に
は
矛
盾
が
生
じ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
、
基
本
法
二
条
一
項
の
適
用
範
囲
を
、
そ
も
そ
も
、
具
体
的
な
観
念
の
地
平
に
限

定
し
て
理
解
す
る
こ
と
自
体
、
不
適
切
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
同
項
の
適
用
範
囲
は
一
般
的
な
観
念
の
地
平
も
視
野
に
入
れ
て
理
解
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
○
眉
は
、
次
の
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
を
立
法
者
が
基
本
権
の
規
定
の
際
に
「
人
間
の
尊
厳
、
自
由
、
平
等
」
と
い
っ

た
広
く
理
解
さ
れ
る
概
念
を
使
用
し
た
こ
と
か
ら
基
礎
付
け
ら
れ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
立
法
者
が
広
く
理
解
さ
れ
る
概
念
を
使
用
す

る
と
き
、
立
法
者
は
、
そ
の
概
念
に
よ
っ
て
、
そ
の
適
用
範
囲
が
ま
さ
に
立
法
者
自
身
の
具
体
的
な
適
用
の
観
念
へ
と
限
定
さ
れ
続
け
な
い

、
、
、
、

こ
と
を
求
め
る
、
一
般
的
に
評
価
さ
れ
る
基
本
原
則
を
規
範
と
し
て
定
め
る
こ
と
を
意
図
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
〔
中
略
〕
す
べ
て
の
人
の

尊
厳
、
自
由
、
平
等
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
諸
原
則
に
よ
っ
て
、
憲
法
制
定
権
力
は
、
同
時
に
、
基
本
権
が
、
そ
れ
が
か
つ
て
具
体
的
に
想

（
脱
）

像
す
る
こ
と
が
で
き
た
状
態
に
留
ま
り
続
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
一
般
的
な
理
念
を
も
表
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
」
。
こ
の
よ
う
な
制

憲
者
意
思
の
理
解
か
ら
す
る
と
、
同
性
間
の
婚
姻
基
本
権
を
基
本
法
二
条
一
項
か
ら
推
論
す
る
可
能
性
は
、
成
立
史
を
引
き
合
い
に
出
す
こ

と
に
よ
っ
て
も
ま
た
否
定
さ
れ
得
な
い
・

そ
の
他
、
国
○
眉
は
、
議
会
評
議
会
が
、
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
と
同
時
に
、
道
徳
律
の
制
約
を
受
け
な
い
、
基
本
法
三
条
一
項
と

基
本
法
三
条
三
項
に
お
い
て
、
「
す
べ
て
の
人
間
の
法
律
の
前
の
平
等
の
原
則
」
と
「
性
別
を
理
由
と
す
る
不
利
な
取
扱
い
の
禁
止
」
を
そ

れ
ぞ
れ
規
範
と
し
て
定
め
て
い
た
こ
と
を
根
拠
に
、
こ
れ
ら
の
基
本
権
か
ら
「
人
格
の
発
展
に
と
っ
て
著
し
く
重
要
な
意
味
を
持
つ
す
べ
て



完
③
ア
プ
ロ
ー
チ
の
比
較
と
議
論
の
総
括

日Ｉ
こ
こ
で
、
以
上
で
示
し
た
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
比
較
検
討
す
る
か
た
ち
で
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
総
括
し
よ
う
。
一
方
で
、
両
ア
ブ

貝原等
ロ
ー
チ
は
、
同
性
婚
の
根
拠
条
文
を
基
本
法
六
条
一
項
に
求
め
る
か
、
基
本
法
二
条
一
項
と
同
法
三
条
一
項
及
び
三
項
に
求
め
る
か
で
見
解

平鯉
が
異
な
る
が
、
い
ず
れ
の
解
釈
に
お
い
て
も
、
同
性
間
へ
の
婚
姻
の
開
放
を
基
礎
付
け
る
際
に
平
等
原
則
に
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う

形轤
点
で
共
通
項
が
見
ら
れ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
婚
姻
と
登
録
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
区
別
を
「
性
的
指
向
」
に
基
尋
つ
く
差
別
と
し
て

癖
厳
格
に
審
査
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
以
上
、
も
は
や
基
本
法
上
の
婚
姻
保
障
を
異
性
間
に
限
定
す
る
こ
と
は
、
婚
姻
と
い
う
名
称
の
保

性銅
護
に
し
か
仕
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
さ
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
に
お
い
て
、
平
等
原
則
は
、
同
性
間
の
生
活
共
同
体

兜
の
地
位
を
高
め
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
き
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
同
性
婚
立
法
を
合
憲
で
あ
る
と
解
す
る
論
者
か
ら
す
れ

の
カ
ッ
プ
ル
に
対
す
る
婚
姻
の
対
等
な
権
利
」
が
導
か
れ
る
と
述
べ
る
。
そ
の
際
、
国
○
侭
は
、
二
○
一
五
年
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
最
高
裁

（
鯛
）

判
所
で
下
さ
れ
た
○
房
侭
①
迂
一
ぐ
．
函
○
后
①
の
事
件
判
決
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
同
判
決
で
前
提
と
さ
れ
て
い
た
「
対
等
な
尊
厳
に
対
す
る

権
利
（
§
弓
ｏ
耳
“
具
、
画
目
①
言
胃
烏
）
」
に
お
け
る
自
由
と
平
等
の
結
び
付
き
を
基
本
法
に
も
妥
当
さ
せ
る
か
た
ち
で
議
論
を
組
み
立
て
て

（
剛
）

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
次
の
一
文
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
四
○
眉
の
主
張
は
、
こ
の
○
房
侭
①
置
一
判
決
の
解
釈
を
ド
イ
ツ
の
基
本
法
に
お

い
て
実
際
に
展
開
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
「
異
性
間
で
な
い
カ
ッ
プ
ル
に
対
す
る
婚
姻
基
本
権
は
、
基
本
法

六
条
一
項
か
ら
で
な
く
と
も
、
ど
の
み
ち
、
一
般
的
な
人
格
権
と
性
別
（
基
本
法
三
条
三
項
）
お
よ
び
性
的
指
向
（
基
本
法
三
条
一
項
）
を
理
由

（
蝿
）

と
す
る
差
別
か
ら
の
自
由
に
対
す
る
基
本
権
か
ら
推
論
さ
れ
、
当
該
権
利
は
、
人
間
の
尊
厳
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
」
。
言
う
ま
で
も
な

く
、
こ
の
解
釈
か
ら
す
る
と
、
婚
姻
基
本
権
は
「
人
間
の
尊
厳
」
と
結
び
付
い
た
重
要
な
権
利
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
国
家
が
、

婚
姻
を
異
性
カ
ッ
プ
ル
の
た
め
の
制
度
と
し
て
承
認
し
、
そ
れ
を
法
的
な
諸
利
益
と
結
び
付
け
て
い
る
限
り
で
、
こ
の
よ
う
な
承
認
と
こ
の

（
則
）

よ
う
な
諸
利
益
を
す
べ
て
の
カ
ッ
プ
ル
に
与
え
ず
に
お
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
同
性
間
へ
の
婚
姻
の
開
放
は
、
憲
法

に
よ
っ

、
、

て
要
請
さ
れ
て
い
る
。
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ば
、
こ
の
よ
う
な
平
等
判
例
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
を
基
本
法
六
条
一
項
の
枠
内
で
受
け
止
め
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
同
項
か
ら
同
性
婚
を
隔
離

し
た
状
態
で
、
す
な
わ
ち
、
一
般
的
人
格
権
や
平
等
原
則
の
よ
う
な
ョ
リ
解
釈
に
開
か
れ
た
基
本
権
規
定
の
な
か
で
、
そ
の
プ
ラ
ク
テ
イ
ス

を
受
け
止
め
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

基
本
法
六
条
一
項
の
文
言
に
の
み
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、
婚
姻
や
家
族
に
関
す
る
定
義
を
一
切
含
意
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
同
性
婚
も

ま
た
、
解
釈
に
よ
っ
て
、
同
項
の
保
護
範
囲
に
含
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
限
り
で
、
同
項
の
も
と
で
同
性
婚
の

保
護
を
基
礎
付
け
よ
う
と
す
る
第
一
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
が
、
第
二
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
比
べ
て
、
よ
り
基
本
法
の
文
言
に
即
し
た
解
釈
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。
同
項
に
は
、
日
本
国
憲
法
二
四
条
の
よ
う
に
婚
姻
が
「
夫
婦
」
の
関
係
で
あ
る
こ
と
を
推
察
さ
せ
る
文
言
が
存
在
し
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
基
本
権
論
に
お
い
て
は
、
基
本
法
六
条
一
項
に
含
意
さ
れ
た
制
度
保
障

の
要
請
か
ら
、
そ
れ
が
理
論
上
許
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
第
一
章
の
末
尾
で
も
確
認
し
た
よ
う
に
、
制
度
の
核
心

部
分
の
保
護
を
要
諦
と
す
る
伝
統
的
な
制
度
保
障
の
理
解
は
、
成
立
史
に
依
拠
し
て
立
法
者
の
内
容
形
成
権
限
を
制
限
す
る
主
観
的
歴
史
的

な
基
本
権
解
釈
の
一
種
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
基
本
法
六
条
一
項
の
原
意
と
し
て
婚
姻
が
異
性
カ
ッ
プ
ル
を
対
象
と
し
て
い
た
と
い
う

帰
結
が
導
か
れ
る
。
同
項
の
も
と
で
同
性
婚
の
保
護
を
基
礎
付
け
よ
う
と
す
る
第
一
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
ド
イ
ツ
の
基
本
権
論
に
お
い
て
優

位
な
地
位
を
占
め
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
制
度
保
障
理
解
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

も
と
よ
り
、
制
度
保
障
は
、
憲
法
典
に
予
め
規
定
さ
れ
て
い
る
憲
法
規
範
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
憲
法
条
文
の
解
釈
の
帰
結
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
制
度
的
保
障
を
提
唱
し
た
○
胃
扇
目
目
詳
の
学
説
形
成
の
経
緯
に
遡
る
こ
と
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
何
よ
り
も
ま
ず
、

の
ｇ
目
詳
に
と
っ
て
、
基
本
権
は
、
国
家
と
個
人
の
根
本
的
な
配
分
原
理
の
現
れ
で
あ
っ
た
。
こ
の
原
理
は
、
諸
個
人
の
自
由
の
領
域
が
原

（
Ⅳ
）

則
と
し
て
限
定
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
国
家
の
権
限
が
原
則
と
し
て
限
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
自
由
権
的

な
基
本
権
の
構
造
と
は
論
理
的
か
つ
法
的
に
異
な
る
憲
法
法
律
上
の
諸
規
定
に
関
し
て
単
純
法
律
上
の
立
法
者
に
対
す
る
憲
法
上
の
拘
束
を

（
剛
）

基
礎
付
け
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
考
案
さ
れ
た
理
論
が
、
い
わ
ゆ
る
制
度
的
保
障
論
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ボ
ン
基
本
法
下
で
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も
継
承
さ
れ
て
い
る
婚
姻
の
制
度
保
障
も
ま
た
、
あ
く
ま
で
一
定
の
内
容
の
も
と
に
立
法
者
を
拘
束
し
よ
う
と
す
る
憲
法
解
釈
の
帰
結
な
の

で
あ
り
、
制
度
保
障
そ
れ
自
体
が
基
本
法
に
お
い
て
明
文
の
根
拠
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
の
ｇ
目
耳
は
、
「
制
度
的
保
障
（
旨
の
耳
目
○
口
①
旨
の
の
閏
匙
測
）
」
の
保
護
の
内
実
に
関
し
て
、
例
え
ば
、
地
方
自
治
の
保
障
を
例
に
、

「
歴
史
的
な
発
展
に
お
い
て
特
徴
的
か
つ
本
質
的
な
も
の
と
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
よ
う
な
、
あ
る
種
の
典
型
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
、
こ

（
Ⅷ
）

の
よ
う
な
保
障
を
通
じ
て
、
単
純
立
法
者
に
よ
る
除
去
か
ら
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
説
明
す
る
が
、
こ
こ
で
、
法
律
に
よ
る
内
容
形

成
の
憲
法
適
合
性
を
評
価
す
る
上
で
重
要
な
、
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
立
法
者
に
よ
る
制
度
の
内
容
形
成
と
憲
法
上
許
容
し
得
な
い
制
度
の
空

（
皿
）

洞
化
を
ど
の
よ
う
に
区
別
す
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
ほ
と
ん
ど
考
盧
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
さ
れ
る
。
む
し
ろ
、
制
度
保
障
の
保
護
の

（
胆
）

内
実
に
関
し
て
、
「
何
よ
り
も
ま
ず
、
全
体
と
し
て
立
法
者
の
拘
束
を
基
礎
付
け
る
こ
と
が
ｍ
ｇ
Ｂ
旨
の
関
心
で
あ
っ
た
」
。
そ
う
す
る
と
、

こ
の
制
度
保
障
の
立
法
者
の
憲
法
法
律
へ
の
拘
束
と
い
う
機
能
は
、
基
本
法
下
に
お
い
て
は
、
こ
の
こ
と
が
既
に
同
法
一
条
三
項
、
一
九
条

二
項
、
二
○
条
三
項
及
び
七
九
条
三
項
に
お
い
て
規
範
的
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
基
本
権
の
客
観
的
な
価
値
秩
序
と
し
て
の
側
面

が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
制
度
的
保
障
論
を
基
本
権
の
解
釈
と
し
て
展
開
す
る
意
義
は
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
い
る
と
さ
え
言
え
る
だ

こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
婚
姻
の
制
度
保
障
と
い
う
基
本
権
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
が
婚
姻
や
家
族
を
め
ぐ
る
国
民
意
識
や
社
会
的
現
実
の
変

化
か
ら
何
ら
影
響
を
受
け
る
こ
と
な
く
今
後
も
妥
当
し
続
け
る
か
は
疑
わ
し
い
。
現
に
、
同
じ
く
私
法
上
の
法
制
度
保
障
の
対
象
で
あ
っ
た

財
産
権
の
領
域
で
は
、
制
度
保
障
に
基
づ
く
審
査
が
姿
を
消
し
、
そ
れ
が
比
例
原
則
に
基
づ
く
衡
量
審
査
に
一
体
化
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と

（
胆
）

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
制
度
保
障
と
い
う
基
本
権
の
保
障
内
容
が
基
本
法
六
条
一
項
の
解
釈
に
お
い
て
も
姿
を
消
す
か
否
か
は

（
妬
）

さ
て
お
き
、
基
本
権
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
そ
れ
自
体
、
可
変
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
立
法
者

（
恥
）

の
法
定
立
や
社
会
的
か
つ
政
治
的
な
環
境
の
変
化
が
、
基
本
権
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
を
新
た
に
作
り
直
す
外
的
原
因
と
な
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
す
る
と
、
む
し
ろ
、
同
性
婚
立
法
の
導
入
は
、
婚
姻
に
つ
い
て
の
基
本
権
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
を
新
た
に
作
り
直
す
契
機
に
さ
え
な
り
得

へ
鮒
）

〆
ｑ
’
八
、

ろ
丙
ノ
。
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る
。
基
本
法
上
の
婚
姻
基
本
権
の
解
釈
も
、
こ
の
よ
う
な
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
の
変
化
の
途
上
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
後
の
変
化
に
関

す
る
分
析
は
他
日
を
期
す
こ
と
に
し
て
、
ド
イ
ツ
法
の
分
析
に
関
し
て
は
、
こ
れ
で
摺
筆
と
し
た
い
。

（
Ⅲ
）
］
①
の
国
①
骨
》
四
・
Ｐ
○
．
（
シ
ロ
日
．
ぢ
ご
１
国
①
Ｈ
く
○
号
呂
匡
ロ
、
具
の
茸
冒
ロ
○
国
岨
冒
里

（
皿
）
く
鰹
．
言
○
房
目
の
８
面
帰
吋
》
Ｐ
四
・
○
．
（
醇
貝
目
．
恩
）
・
ぐ
○
吋
言
○
円

（
脳
）
言
○
房
ロ
の
ｏ
匡
眉
①
Ｈ
・
画
．
Ｐ
○
．
（
シ
日
ロ
．
忠
）
・
の
』
雇
挿
’
四
閂
く
○
号
ｇ
ロ
ロ
胴
日
ｏ
茸
宮
口
○
吋
侭
冒
里

（
川
）
本
稿
第
一
章
第
二
節
第
二
款
３
お
よ
び
４
を
見
よ
。

（
Ⅲ
）
く
唾
．
雪
呈
①
ｐ
ｍ
ｏ
匡
儲
①
Ｈ
ゞ
四
．
四
．
○
．
（
少
目
〕
．
ｇ
）
肋
』
届
』
庭
（
「
基
本
法
が
婚
姻
を
『
国
家
的
秩
序
の
特
別
な
保
護
』
の
も
と
に
置
い
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
基
本
法
は
、

婚
姻
制
度
を
生
活
共
同
体
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
際
立
た
せ
て
お
り
、
当
該
制
度
に
特
別
な
地
位
を
割
り
当
て
て
い
る
。
こ
の
点
に
更
に
探
求
さ
れ
る
べ
き
憲
法
制
定
者
の
決
定

を
見
て
取
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
目
的
論
的
な
解
釈
と
い
う
方
法
で
、
そ
の
特
別
な
地
位
の
根
拠
と
異
性
性
と
い
う
構
造
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
固
執
す
る
こ
と
の
支
持
可
能
性

を
問
う
べ
き
で
あ
る
」
、
ま
た
、
「
婚
姻
概
念
の
目
的
論
的
解
釈
は
、
婚
姻
の
特
別
な
保
護
の
背
景
に
あ
る
目
的
が
、
同
性
間
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
排
除
の
支
持
可
能
性

を
失
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
」
）
．

（
皿
）
言
○
房
ロ
の
ｏ
匡
酔
鴨
【
ゞ
四
・
ｍ
．
○
．
（
シ
目
員
忠
）
・
の
旨
Ｃ
Ｐ
ｇ
開
．

（
叩
）
国
○
口
、
ゞ
Ｐ
伊
○
．
（
シ
ロ
日
．
段
）
ゞ
の
函
９
１
函
①
Ｈ
ぐ
○
号
ｇ
宮
口
、
冒
口
○
吋
侭
旨
昌

（
剛
）
く
但
四
○
吋
異
ｐ
Ｈ
の
】
①
Ｈ
・
ぐ
○
吾
①
日
①
鼻
匡
ロ
帰
口
く
○
回
罪
昇
時
①
一
』
の
ｐ
旨
騨
口
吋
①
旬
①
稀
（
函
Ｈ
侭
．
）
・
の
日
ロ
ロ
鴨
の
①
厨
穴
○
日
日
の
具
胃
》
国
・
自
画
．
シ
昌
一
．
．
ｇ
届
》
の
函
計
．

（
皿
）
ロ
碕
里
①
Ｈ
・
画
・
Ｐ
○
．
（
シ
ロ
日
．
国
ｅ
・
め
い
急
．

（
伽
）
ロ
Ｈ
ｇ
閂
、
Ｐ
四
・
○
．
（
シ
ロ
日
．
届
ｅ
・
め
い
念
．

（
噸
）
ｐ
Ｈ
臼
田
》
、
伊
四
・
○
．
（
シ
日
ロ
．
届
ｅ
・
の
函
計
．

（
蝿
）
く
哩
・
ｐ
Ｈ
里
①
昴
Ｐ
Ｐ
○
．
（
シ
ロ
日
．
届
ｅ
・
の
函
患
い
閉
．

（
鰯
）
屯
弄
閂
ご
言
①
ｇ
①
Ｈ
》
四
・
口
○
．
（
シ
ロ
日
．
観
）
・
の
＆
命
（
ぐ
○
口
冨
四
ｐ
ｍ
ｏ
丘
要

（
恥
）
く
但
・
国
○
口
四
四
・
Ｐ
○
．
（
シ
ロ
日
．
段
）
↓
の
函
認
函
巴
．

（
Ｗ
）
国
冨
吋
ご
雪
①
目
①
Ｈ
，
四
・
四
・
○
．
（
シ
日
ロ
．
韻
）
あ
．
＄
画
．
こ
の
部
分
の
弓
９
日
四
の
評
価
は
く
○
口
言
画
畠
昌
砕
に
よ
っ
て
一
字
一
句
読
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
伽
）
ぐ
巴
．
国
○
口
限
Ｐ
、
．
○
．
（
シ
ロ
ョ
．
蹟
）
・
印
画
認
．

（
”
）
函
○
口
四
Ｐ
四
・
○
．
（
エ
ロ
ョ
．
態
）
・
の
函
雪
．

へへへへへ へへ

ll7 116 115 114 113 112 111
ーーーーーーー

ぐ
唾
．
の
茸
房
ｏ
戸
騨
騨
○
．
（
エ
ロ

画
く
の
風
の
国
］
画
鍔
昌
④
Ｃ
Ｇ
い
②

（
シ
日
ロ
．
心
巴
、
の
函
麗
【
．
》
ざ
の
①
ロ
．
煙
．
Ｐ
○
．
（
シ
ロ
日
．
四
コ
↓
己
呂
鈴
．
の
ｏ
宮
口
丘
戸
画
．
四
○
．
（
シ
ロ
ロ
］
・
ち
こ
、
の
画
圏
、
廟
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（
剛
）
ぐ
巴
．
出
○
口
い
ぃ
四
・
○
．
（
シ
ロ
日
．
壁
）
↑
の
』
ｇ
函
囹
．

（
Ⅲ
）
函
○
口
喚
四
．
四
・
○
．
（
シ
ロ
日
．
篭
）
・
め
い
弓
１
国
①
２
○
号
８
匡
口
、
ヨ
］
○
国
四
口
巴
．

（
醜
）
出
○
口
頤
四
・
四
・
○
．
（
シ
ロ
ョ
．
態
）
〕
の
函
ミ
ー
函
①
円
く
○
昌
呂
宮
口
胆
』
日
○
国
四
口
巴
．

（
剛
）
ｍ
Ｓ
ｐ
ｍ
．
’
（
ｇ
届
）
』
観
、
９
．
誤
霞
．

（
剛
）
ぐ
巴
．
四
○
口
四
四
’
四
．
○
．
（
シ
日
ロ
．
段
）
・
め
い
囹
鈴

（
恥
）
四
○
口
四
四
・
伊
○
．
（
エ
ロ
日
．
壁
）
。
、
函
麗
．

（
剛
）
出
○
口
四
四
・
ｍ
．
○
．
（
シ
ロ
日
．
態
）
・
い
ぃ
霞
］
・

（
Ⅳ
）
ぐ
巴
．
○
四
ユ
牌
頁
己
貫
く
①
臥
閉
召
ご
鴨
行
胃
①
．
ご
麗
・
の
』
闇
．

（
剛
）
く
四
・
ロ
厨
冨
四
鴨
吋
．
固
貝
言
宮
口
ロ
鴨
、
胃
幽
具
訂
》
曽
呂
》
巴
崩
．

（
剛
）
の
呂
目
群
の
制
度
的
保
障
は
、
「
私
法
上
の
制
度
保
障
（
胃
ご
四
角
①
ｇ
匿
呂
①
旨
黒
目
扇
阻
国
目
①
こ
と
狭
義
の
「
制
度
的
保
障
（
日
の
耳
目
○
口
の
房
３
国
目
①
）
」
に
区
別

さ
れ
る
。
の
。
ｇ
昌
斥
》
呵
吋
①
号
①
嚴
吋
の
。
胃
の
ロ
ロ
Ｑ
冒
豊
目
号
口
呂
①
の
周
回
ロ
は
①
ロ
（
ら
巴
）
・
同
月
Ｈ
の
．
、
ぐ
①
臥
四
の
印
匡
ロ
鴨
吋
の
呂
匿
号
①
シ
巨
魁
目
の
、
言
．
シ
匡
凛
ら
圏
．
の
白
さ
合
お
）
》

号
厨
・
ゞ
印
匡
ロ
日
①
、
胃
①
匡
且
国
匡
且
巳
旨
耳
８
（
ら
圏
）
・
号
①
目
凹
め
』
聖
倉
田
己
．
と
り
わ
け
、
の
目
目
群
に
よ
る
と
、
本
来
の
制
度
的
保
障
の
内
容
は
、
「
編
成
か
つ
組

織
化
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
限
定
可
能
で
あ
る
と
同
時
に
区
別
可
能
な
公
法
上
の
性
格
の
制
度
目
ロ
凰
呂
目
吊
）
」
と
い
う
意
味
で
の
「
制
度
体
（
旨
の
葺
昌
○
口
匡
で
あ
る
と

さ
れ
る
命
９
日
旨
．
司
制
冒
巴
厨
尉
呂
蔚
．
の
』
臼
）
・

（
Ⅷ
）
の
目
日
罵
．
司
吊
昏
囚
厨
吋
①
。
耳
①
．
四
．
印
．
○
．
（
シ
目
冒
届
巴
》
の
』
念
．

（
岨
）
三
四
帰
吋
．
四
．
四
・
○
．
（
シ
ロ
日
．
届
巴
・
印
閾
．

（
胆
）
ご
画
、
閂
．
Ｐ
四
．
○
．
（
シ
ロ
日
．
国
巴
・
の
．
閉
．

（
蝿
）
尉
亀
言
、
①
。
胃
①
Ｈ
・
両
日
Ｈ
旨
宮
口
ロ
鴨
ｍ
胃
四
具
話
口
巴
の
８
ｍ
目
印
房
呂
の
蜀
○
の
の
津
①
Ｐ
目
の
く
①
吋
言
巴
言
ｐ
ｍ
昭
（
己
忠
）
↓
印
合
（
お
帛
・
・
留
威
）
・

（
岨
）
平
良
小
百
合
『
財
産
権
の
憲
法
的
保
障
』
（
尚
学
社
、
二
○
一
七
年
）
一
七
九
‐
一
八
二
頁
を
参
照
。

（
蝿
）
ご
弓
①
く
呂
口
口
四
口
回
・
く
閂
曾
号
昌
口
頤
号
吋
の
日
ロ
日
①
ｏ
胃
の
８
，
日
胃
時
．
］
国
９
９
．
の
画
ｓ
由
囹
（
国
拝
く
○
房
日
煙
【
日
．
ｏ
Ｈ
ｐ
ｐ
日
①
。
茸
呂
○
ｍ
日
呉
弄
）

婚
立
法
の
導
入
に
肯
定
的
で
あ
る
。
く
哩
・
口
弓
①
く
○
弄
日
９
口
．
く
①
風
四
ｍ
の
匡
吊
＄
且
①
昌
侭
匡
且
く
の
風
凹
め
の
目
鴨
言
四
目
里
ゞ
冒
呂
缶
切
画
己
．

（
噸
）
く
○
房
日
凹
ロ
ロ
“
の
ロ
日
日
①
。
茸
巴
○
ｍ
目
呉
弄
．
由
・
煙
．
○
．
（
シ
ロ
日
皀
溢
）
・
ｍ
ｂ
ｇ
．

ぐ
○
房
日
閏
日
自
身
は
、
同
性
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何
よ
り
も
ま
ず
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
同
性
婚
立
法
の
合
憲
性
に
関
す
る
問
題
が
婚
姻
基
本
権
の
保
障
内
容
の
一
つ
で
あ
る
私
法
上

の
法
制
度
保
障
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
私
法
上
の
法
制
度
保
障
に
属
す
る
婚
姻
の
制
度
保
障

は
、
立
法
者
に
婚
姻
に
関
す
る
内
容
形
成
権
限
を
付
与
す
る
と
同
時
に
、
制
度
の
核
心
部
分
の
法
律
に
よ
る
変
更
を
禁
止
す
る
。
と
い
う
の

も
、
婚
姻
の
自
由
の
よ
う
な
法
律
に
よ
る
具
体
化
を
必
要
と
す
る
基
本
権
に
と
っ
て
、
そ
の
自
由
の
実
現
を
完
全
に
法
律
に
依
存
さ
せ
る
こ

と
は
憲
法
の
優
位
を
損
ね
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
内
容
形
成
に
当
た
る
法
律
を
憲
法
の
客
観
法
的
な
次
元
で
統
制
す
る
要
請

と
し
て
、
制
度
保
障
は
意
味
を
持
つ
。
ま
さ
に
、
そ
の
核
心
部
分
を
成
す
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
一
つ
に
婚
姻
当
事
者
の
「
異
性
性
」
が
含
ま
れ

て
い
る
が
故
に
、
同
性
婚
立
法
は
一
部
の
学
説
か
ら
違
憲
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
婚
姻
の
制
度
保
障
を
日
本
国
憲
法
の
婚
姻
に
関
す
る
条
文
か
ら
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
学
説
の
な

（
Ｗ
）

か
に
は
、
憲
法
二
四
条
を
私
法
上
の
法
制
度
保
障
に
属
す
る
規
定
と
し
て
位
置
付
け
る
理
解
も
見
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
⑦
８
日
旨

（
期
）

の
制
度
保
障
理
解
を
純
粋
に
継
承
す
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
各
人
の
基
本
権
理
論
の
構
想
に
照
ら
し
て
一
定
の
再
構
成
が
加
え
ら
れ
て

い
る
。
例
え
ば
、
山
本
敬
三
は
、
胃
冨
昇
と
①
葛
の
基
本
権
理
論
に
依
拠
し
て
所
有
権
や
契
約
の
自
由
な
ど
の
私
法
上
の
法
制
度
を
前
提

日
本
国
憲
法
下
で
の
同
性
婚
の
内
容
形
成
権
限
と
平
等
原
則
の
関
係
を
論
じ
る
上
で
、
ド
イ
ツ
法
の
分
析
か
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
示
唆
が

得
ら
れ
る
の
か
。
こ
こ
で
、
ド
イ
ツ
法
の
議
論
に
関
し
て
日
本
法
が
共
有
し
得
る
部
分
と
共
有
し
得
な
い
（
あ
る
い
は
、
す
べ
き
で
な
い
）
部

分
と
を
整
理
し
、
《
同
性
婚
の
内
容
形
成
権
限
と
平
等
原
則
の
関
係
〉
と
い
う
本
稿
の
主
題
に
関
す
る
日
本
国
憲
法
の
解
釈
学
説
と
し
て
、

採
り
得
る
解
釈
の
一
つ
の
方
向
性
を
示
す
こ
と
に
し
た
い
。

終
章

第
一
節
婚
姻
の
制
度
保
障
の
議
論
の
余
地
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（
剛
）

と
す
る
基
本
権
を
「
権
限
的
基
本
権
」
と
し
て
構
成
し
、
当
該
基
本
権
の
保
障
と
法
制
度
保
障
を
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
捉
え
る
。

こ
う
し
て
再
構
成
さ
れ
た
制
度
保
障
は
、
伝
統
的
な
制
度
保
障
論
に
お
け
る
法
律
に
よ
る
制
度
の
核
心
部
分
の
除
去
の
禁
止
と
い
う
消
極
的

な
要
請
に
留
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
、
「
個
人
の
活
動
可
能
性
を
広
げ
る
た
め
の
支
援
制
度
」
の
整
備
を
国
家
に
積
極
的
に
要
請
す
る
も
の
と
し

そ
う
す
る
と
、
ド
イ
ツ
基
本
権
論
の
通
説
と
目
さ
れ
る
主
観
的
歴
史
的
な
解
釈
に
依
拠
し
た
婚
姻
の
制
度
保
障
理
解
と
日
本
の
制
度
保
障

に
関
す
る
解
釈
学
説
と
の
間
に
は
相
当
な
距
離
が
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
制
度
の
核
心
部
分
の
保
護
が
語
ら
れ
て

然
る
べ
き
と
こ
ろ
の
憲
法
二
四
条
に
関
し
て
、
こ
の
種
の
議
論
が
過
小
で
あ
る
こ
と
に
も
現
れ
て
い
る
。
議
論
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、

せ
い
ぜ
い
、
「
婚
姻
と
い
う
制
度
自
体
を
国
会
が
廃
止
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
『
婚
姻
す
る
自
由
』
を
侵
害
す
る
行
為
と
評
価
さ
れ
る
は

（
皿
）

ず
で
あ
る
」
と
す
る
指
摘
が
あ
る
の
み
で
、
婚
姻
制
度
の
核
心
部
分
が
何
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
る
と

（
皿
）

言
っ
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
に
、
婚
姻
制
度
の
核
心
部
分
に
関
す
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
学
説
内
部
で
形
成
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
況
で
、

ド
イ
ツ
基
本
権
論
の
通
説
的
な
婚
姻
の
制
度
保
障
理
解
を
日
本
法
に
お
い
て
継
承
す
る
意
義
は
乏
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
限
り
で
、

立
法
者
の
同
性
婚
の
内
容
形
成
権
限
も
ま
た
、
日
本
に
お
い
て
は
制
度
保
障
と
の
関
係
で
問
題
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
憲
法
二
四
条
二
項
の
条
文
構
造
か
ら
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
同
項
が
「
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
」
に
立
脚
し
た
婚

姻
制
度
の
保
障
を
国
家
に
義
務
付
け
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
こ
の
客
観
法
上
の
要
請
を
婚
姻
の
制
度
保
障
と
し
て
再
構
成
す
る
途
は

閉
ざ
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
平
成
二
七
年
の
再
婚
禁
止
期
間
違
憲
判
決
及
び
夫
婦
同
氏
制
合
憲
判
決
に
お
い
て
、
同
項
の
「
要

請
、
指
針
」
に
照
ら
し
た
立
法
裁
量
の
統
制
枠
組
み
が
示
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
、
む
し
ろ
、
こ
の
種
の
制
度
に
関
す
る
新
し
い
解
釈
学
説
を

（
剛
）

再
構
築
す
る
需
要
は
高
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
基
本
権
の
内
容
形
成
論
は
、
そ
の
有
力
な
解
釈
学
説
の
一
つ
と
な

（
皿
）

り
得
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
「
制
度
保
障
」
と
い
う
概
念
の
下
に
把
握
さ
れ
て
き
た
規
範
的
要
請
を
適
切
に
表
現
す
る
ト
ポ
ス
と
な
り
得
る

の
か
に
つ
い
て
、
筆
者
は
定
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
少
な
く
と
も
、
内
容
形
成
論
が
憲
法
二
四
条
の
規
範
内
容
を
語
る
際
に
、

（
Ⅷ
）

て
理
解
さ
れ
る
。

そ
う
す
る
と
、
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基
本
法
六
条
一
項
に
お
い
て
は
、
憲
法
上
の
婚
姻
の
「
異
性
性
」
が
主
観
的
歴
史
的
解
釈
に
依
拠
し
た
制
度
保
障
の
要
請
か
ら
導
か
れ
て

い
た
の
に
対
し
、
日
本
国
憲
法
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
制
度
保
障
の
要
請
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
憲
法
二
四
条
の
文
言
や
制
憲
時
の

婚
姻
理
解
か
ら
婚
姻
の
異
性
性
が
導
か
れ
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
憲
法
二
四
条
が
「
夫
婦
と
そ
の
子
か
ら
な
る
集
団
」
と
い
う
憲
法
上
の
家

族
モ
デ
ル
を
想
定
し
、
そ
の
集
団
に
関
す
る
「
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
」
に
立
脚
し
た
婚
姻
制
度
の
形
成
を
国
会
に
義
務
付
け

て
い
る
と
す
る
と
、
同
条
に
基
づ
く
婚
姻
の
内
容
形
成
の
射
程
に
同
性
婚
は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
憲
法
二
四
条
か
ら
同
性
婚
の
法
的
保
護
を
排
除
す
る
積
極
的
な
意
図
ま
で
は
読
み
取
れ
な
い
こ
と
も
事
実

（
恥
）

で
あ
る
。
確
か
に
、
同
条
の
成
立
史
に
お
い
て
は
、
一
夫
一
婦
制
の
原
則
を
維
持
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
語
ら
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
二
人
組

（
町
）

の
男
女
の
関
係
が
「
婚
姻
」
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
他
方
で
、
同
性
婚
が
同
条
の
保
護
範
囲
に
含
ま
れ
る
の
か
否
か
は
憲
法
改
正
に

関
す
る
帝
国
議
会
の
審
議
の
際
に
一
切
問
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
同
条
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
制
憲
者
の
一
般
的
な
観
念
の

（
脇
）

地
平
に
お
い
て
、
同
性
婚
の
保
護
の
可
能
性
が
排
除
さ
れ
て
い
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
同
性
婚
に
法
律
婚
と
し

（
咽
）

て
の
地
位
を
与
え
る
か
ど
う
か
は
、
法
律
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
同
性
婚
許
容
説
は
、
同
条
の
原
意
に
も
抵
触

し
な
い
解
釈
と
し
て
有
力
視
さ
れ
得
る
。

そ
う
す
る
と
、
日
本
国
憲
法
の
解
釈
に
お
い
て
、
同
性
婚
の
内
容
形
成
権
限
は
憲
法
二
四
条
に
よ
っ
て
国
会
に
積
極
的
に
授
権
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
憲
法
四
一
条
の
立
法
権
の
行
使
の
一
内
容
と
し
て
許
容
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
婚
姻
の

（
脇
）

「
夫
婦
と
そ
の
子
か
ら
な
る
集
団
」
と
い
う
憲
法
上
の
家
族
モ
デ
ル
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
種
の
内
容
形
成
論
自
体
も
、

婚
姻
当
事
者
の
「
異
性
性
」
を
婚
姻
の
本
質
的
な
構
造
原
理
と
す
る
伝
統
的
な
婚
姻
の
制
度
保
障
理
解
を
部
分
的
に
取
り
込
ん
で
い
る
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。
再
構
成
さ
れ
た
制
度
保
障
論
と
内
容
形
成
論
の
違
い
は
、
さ
ほ
ど
大
き
く
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

第
二
節
婚
姻
当
事
者
の
「
異
性
性
」
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異
性
性
を
婚
姻
制
度
の
本
質
的
な
構
造
原
理
と
見
な
す
ド
イ
ツ
の
伝
統
的
な
制
度
保
障
論
の
よ
う
に
、
婚
姻
に
関
す
る
憲
法
条
文
か
ら
同
性

婚
立
法
の
禁
止
の
要
請
を
読
み
取
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
も
ド
イ
ツ
法
の
文
脈
は
共
有
で
き
な
い
。

１
差
別
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
の
「
性
的
指
向
」

も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
お
い
て
、
「
性
的
指
向
」
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
、
基
本
法
三
条
三
項
に
列
挙
さ
れ

た
「
性
別
」
や
「
人
種
」
と
類
似
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
平
等
審
査
を
厳
格
化
す
る
要
素
と
し
て
考
慮
さ
れ
て
い
る
点
は
、
日
本
法
に
と

っ
て
も
示
唆
的
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
本
稿
序
章
で
触
れ
た
令
和
三
年
三
月
一
七
日
の
札
幌
地
裁
判
決
が
、
「
性
的
指
向
」
と
い
う
区
別
事
由

を
「
自
ら
の
意
思
に
関
わ
ら
ず
決
定
さ
れ
る
個
人
の
性
質
で
あ
る
」
点
で
「
性
別
、
人
種
な
ど
と
同
様
の
も
の
」
と
見
な
し
、
区
別
の
合
理

性
の
審
査
に
慎
重
さ
を
求
め
て
い
た
。
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
も
、
基
本
法
三
条
三
項
に
列
挙
さ
れ
た
差
別
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
ヘ
の
接
近
の
程

（
Ⅷ
）

度
や
当
該
区
別
に
対
す
る
本
人
の
影
響
可
能
性
の
程
度
を
考
盧
し
て
平
等
審
査
を
厳
格
化
さ
せ
る
傾
向
に
あ
り
、
「
性
的
指
向
」
が
区
別
事

由
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
審
査
の
厳
格
化
は
、
あ
る
意
味
、
普
遍
的
な
妥
当
性
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
。

２
平
等
原
則
の
射
程
と
憲
法
の
續
罪

し
か
し
な
が
ら
、
区
別
事
由
が
「
性
的
指
向
」
で
あ
る
場
合
に
平
等
審
査
を
厳
格
化
す
る
こ
と
に
普
遍
的
な
妥
当
性
が
あ
る
と
し
て
も
、

こ
の
こ
と
か
ら
、
直
ち
に
婚
姻
制
度
を
異
性
間
に
限
定
す
る
こ
と
の
違
憲
性
が
導
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
現
に
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲

法
裁
判
所
は
、
登
録
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
が
「
婚
姻
と
は
別
物
」
で
あ
る
が
故
に
合
憲
で
あ
る
と
判
断
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
し
、
そ

れ
と
婚
姻
と
の
実
質
的
な
平
等
化
が
進
ん
だ
と
し
て
も
、
同
性
婚
の
内
容
形
成
義
務
ま
で
も
が
平
等
原
則
か
ら
導
か
れ
る
と
ま
で
は
言
っ
て

こ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
の
平
等
は
、
立
法
者
が
婚
姻
と
類
似
の
制
度
を
設
け
る
と
い
う
決
定
を
し
た
限
り
で
の
対
等
な
取
扱
い
を

第
三
節
同
性
婚
の
内
容
形
成
権
限
と
平
等
原
則
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同
種
の
議
論
は
、
日
本
国
憲
法
の
解
釈
に
も
妥
当
し
得
る
。
何
よ
り
も
ま
ず
、
憲
法
二
四
条
は
異
性
婚
を
規
律
対
象
と
し
て
い
る
。
し
か

し
、
既
述
の
通
り
、
同
条
か
ら
同
性
婚
を
積
極
的
に
排
除
す
る
意
図
ま
で
は
読
み
取
れ
な
い
一
方
で
、
同
性
間
に
婚
姻
の
法
的
効
果
を
享
受

さ
せ
る
法
的
手
段
と
し
て
は
、
既
存
の
婚
姻
制
度
の
拡
張
の
み
な
ら
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
婚
姻
と
は
別
枠
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度

の
創
設
も
ま
た
許
容
さ
れ
得
る
。
そ
う
す
る
と
、
異
性
間
の
婚
姻
制
度
と
同
性
間
の
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
い
う
異
な
る
名
称
の
制
度

を
国
会
が
創
設
す
る
と
い
う
選
択
を
し
た
と
し
て
も
、
平
等
原
則
は
両
者
の
法
内
容
が
実
質
的
に
対
等
で
あ
る
限
り
、
異
性
間
と
同
性
間
で

異
な
る
名
称
の
制
度
を
採
用
す
る
と
い
う
別
異
取
扱
い
を
違
憲
と
し
得
な
い
こ
と
と
な
る
。
異
性
愛
者
と
同
性
愛
者
の
「
分
離
す
れ
ど
も
平

等
」
は
、
日
本
国
憲
法
の
解
釈
に
お
い
て
も
妥
当
し
得
る
議
論
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
制
度
の
名
称
に
お
け
る
分
離
に
同
性
愛
者
に
対
す
る
ス
テ
ィ
グ
マ
を
看
取
し
、
そ
れ
を
平
等
の
理
念
に
反

す
る
事
態
と
し
て
違
憲
と
評
価
す
る
解
釈
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
制
度
の
名
称
が
異
な
る
こ
と
で
同
性
愛
者
に
対
す
る
差
別
感
情
の
共
有

が
促
進
さ
れ
、
彼
ら
に
精
神
的
苦
痛
を
も
た
ら
す
結
果
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
の
創
設
そ
れ
自
体
が
同
性
愛
者
に

対
す
る
差
別
的
取
扱
い
に
な
り
得
る
。
例
え
ば
、
一
四
条
一
項
後
段
の
「
差
別
さ
れ
な
い
」
と
い
う
文
言
に
、
こ
の
種
の
国
家
に
対
す
る
差

（
脇
）

別
抑
制
要
請
を
読
み
取
る
立
場
に
依
拠
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
差
別
的
取
扱
い
は
平
等
原
則
違
反
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
依
拠
す
る
場
合
で
も
、
日
本
国
憲
法
が
多
種
多
様
な
人
的
結
合
が
存
在
す
る
な
か
で
特
に
夫
婦
と
そ
の
子

か
ら
成
る
家
族
の
法
律
関
係
に
つ
い
て
憲
法
の
理
念
に
立
脚
し
た
制
度
設
計
を
求
め
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
憲
法
二
四
条

は
、
婚
姻
と
家
族
に
関
す
る
憲
法
上
の
個
別
規
定
で
あ
る
と
こ
ろ
、
一
項
は
「
婚
姻
」
の
成
立
条
件
と
「
夫
婦
」
の
相
互
協
力
及
び
同
権
に

つ
い
て
定
め
、
そ
れ
を
受
け
て
二
項
は
「
婚
姻
及
び
家
族
」
の
制
度
の
「
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
」
に
立
脚
し
た
法
律
の
内
容

求
め
る
も
の
で
あ
り
、
制
度
の
積
極
的
な
創
設
を
立
法
者
に
義
務
付
け
る
要
請
を
含
意
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

一
部
の
学
説
か
ら
、
同
裁
判
所
の
解
釈
戦
略
は
「
分
離
す
れ
ど
も
平
等
」
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
批
判
が
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

ヘ
肌
）

〆
ｑ
１
人
ゞ

っ
た
。
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形
成
を
国
会
に
義
務
付
け
て
い
る
。
こ
の
条
文
構
造
か
ら
し
て
、
同
条
が
何
よ
り
も
ま
ず
異
性
間
の
婚
姻
を
中
心
と
す
る
家
族
制
度
を
念
頭

に
置
い
た
規
定
で
あ
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
同
性
婚
を
想
定
し
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
読
み
取
れ
る
同
条
の
文
言
は
、
同

性
愛
者
に
対
す
る
ス
テ
ィ
グ
マ
を
含
意
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
二
四
条
と
一
四
条
と
で
相
矛
盾
す
る
要
請
を
憲
法
自
体
が
孕
ん
で
い
る
こ

と
と
な
る
。
上
述
の
札
幌
地
裁
判
決
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
は
た
し
て
、
制
憲
者
ら
は
同
性
婚
を
精
神
疾
患
と
す
る
誤
っ
た
知
見
の
下
に
あ

っ
た
が
故
に
、
当
然
、
婚
姻
に
同
性
婚
は
含
ま
れ
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
原
意
の
解
釈
が
正
し
い
も
の
で
あ
る

と
し
て
も
、
「
個
人
の
尊
厳
」
を
躯
っ
て
い
た
は
ず
の
二
四
条
に
お
い
て
特
定
の
集
団
に
対
す
る
ス
テ
ィ
グ
マ
が
含
ま
れ
て
い
る
と
す
る
同

条
の
解
釈
は
、
い
か
に
も
不
条
理
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
不
条
理
な
帰
結
を
前
に
し
た
と
き
、
想
定
し
得
る
解
釈
論
上
の
態
度
は
二
つ
で
あ
る
。
一
つ
は
、
そ
の
帰
結
を
制
憲
者
の
決

定
で
あ
る
と
し
て
肯
定
す
る
態
度
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
憲
法
条
文
の
不
条
理
を
解
消
す
る
手
立
て
は
憲
法
改
正
を
措
い
て
他
に
な
い
。
そ

れ
に
対
し
て
、
二
つ
目
の
態
度
は
、
憲
法
一
三
条
後
段
や
一
四
条
一
項
と
い
っ
た
包
括
的
基
本
権
条
項
に
よ
っ
て
、
そ
の
憲
法
典
に
お
け
る

不
条
理
を
蹟
う
こ
と
で
あ
る
。
二
四
条
か
ら
「
婚
姻
に
よ
っ
て
生
じ
る
法
的
効
果
を
享
受
す
る
利
益
」
の
重
要
性
を
基
礎
付
け
つ
つ
、
一
四

条
一
項
の
平
等
原
則
に
よ
っ
て
憲
法
上
の
婚
姻
の
射
程
を
拡
張
す
べ
き
と
し
た
上
記
札
幌
地
裁
判
決
の
立
論
は
、
見
方
に
よ
っ
て
は
後
者
の

態
度
を
と
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
贈
い
に
よ
っ
て
憲
法
典
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
比
較
法
的
に
見
て
あ
り

（
脳
）

得
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
奴
隷
制
を
容
認
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
は
、
平
等
原
則
を
中
心
に
こ
の
贈
い
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

し
か
し
、
制
憲
時
に
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
憲
法
上
の
権
利
の
承
認
は
、
憲
法
一
四
条
一
項
の
み
な
ら
ず
、
憲
法
一
三
条
後
段
の
「
幸

福
追
求
権
」
規
定
に
よ
っ
て
も
担
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
蹟
罪
」
と
呼
ぶ
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、
社
会
に
お
い
て
従
属
的
な
地
位

に
置
か
れ
て
き
た
人
々
の
「
個
人
の
尊
厳
」
は
、
多
数
派
に
当
然
認
め
ら
れ
て
い
る
憲
法
上
の
権
利
を
そ
の
者
た
ち
に
認
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
も
救
済
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
婚
姻
の
自
由
を
「
基
本
的
権
利
言
且
四
日
の
口
邑
烏
耳
の
）
」
と
し
て
同
性
間
に
も
拡
張
す
べ
き
と
し
た
ア
メ
リ

へ
刷
一

〆
１
４
４
ベ

ト
を
遂
行
し
て
き
た
。
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ヵ
合
衆
国
最
高
裁
判
所
の
○
房
侭
呉
呂
く
．
函
○
后
の
の
事
件
判
決
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
よ
う
な
権
利
に
依
拠
し
た
尊
厳
の
救
済
を
図
っ
た
も
の

と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
条
文
の
解
釈
に
よ
っ
て
憲
法
上
の
婚
姻
に
同
性
間
も
含
め
る
べ
き
だ
と
す
る
立
場
に
依
拠
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
一
四
条
一
項
の
み
を
同
性
婚
の
内
容
形
成
義
務
の
条
文
上
の
根
拠
と
考
え
る
十
分
な
理
由
は
な
く
、
一
三
条
の
実
体
的
な
権
利
の
問
題

（
陥
一

と
し
て
同
性
間
の
婚
姻
の
自
由
を
論
ず
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
う
で
は
な
く
、
憲
法
二
四
条
が
あ
る
以
上
、
憲
法
上
の
婚
姻
は
あ
く
ま
で
異
性
婚
で
あ
り
、
同
性
婚
の
法
制
化
が
立
法
裁
量

と
し
て
許
容
さ
れ
る
に
留
ま
る
と
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
四
条
一
項
の
み
か
ら
同
性
婚
の
内
容
形
成
義
務
を
憲
法
上
の
要
請
と
し
て
導
く

こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
婚
姻
制
度
を
同
性
間
に
拡
張
す
る
こ
と
も
、
婚
姻
制
度
そ
れ
自
体
を
廃
止
す
る
こ
と
も
、
同

項
の
形
式
的
か
つ
相
対
的
平
等
に
適
う
帰
結
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
札
幌
地
裁
判
決
の
平
等
論
は
、
一
見
す
る
と
、
生
活
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
創
設
を
許
容
す
る
こ
と
で
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
と
同
様
に
「
分
離
す
れ
ど
も
平
等
」
を
志
向
す
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
が
、
平
等
原
則
か
ら
婚
姻
の
法
的
効
果
の
一
部
を
享
受
さ
せ
る
た
め
の
何
ら
か
の
制
度
の
創
設
を
も
要
請
さ
れ
る
と
し
た
点
で
、
同
地
裁

判
決
と
ド
イ
ツ
憲
法
裁
の
平
等
解
釈
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
も
、
判
例
及
び
通
説
と
は
異
な
る
平
等
論
に
依
拠
し
な
い
限

り
、
同
性
婚
の
内
容
形
成
義
務
を
平
等
原
則
の
み
の
論
理
か
ら
導
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
・

平
等
原
則
の
使
い
勝
手
の
良
さ
を
理
由
に
、
実
体
的
権
利
に
よ
る
構
成
が
忌
避
さ
れ
続
け
れ
ば
、
い
ず
れ
実
体
的
な
憲
法
上
の
権
利
は
、

そ
の
権
利
規
範
と
し
て
の
性
格
に
関
す
る
十
分
な
議
論
の
蓄
積
も
な
し
に
、
憲
法
上
の
権
利
の
カ
タ
ロ
グ
か
ら
姿
を
消
す
で
あ
ろ
う
。
実
体

的
権
利
と
平
等
原
則
の
適
切
な
使
い
分
け
、
こ
れ
ら
の
憲
法
規
範
と
立
法
者
の
制
度
形
成
義
務
の
適
切
な
関
係
を
慎
重
に
見
定
め
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
最
後
に
、
こ
の
点
に
関
す
る
試
論
を
提
示
し
て
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
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３
婚
姻
の
自
由
の
規
範
内
容
と
平
等
原
則

の
婚
姻
の
自
由
の
権
利
規
範
と
し
て
の
性
格

、
、
、

同
性
婚
制
度
の
不
在
が
憲
法
違
反
で
あ
る
こ
と
を
基
礎
付
け
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
同
制
度
の
立
法
不
作
為
が
憲
法
典
に
お
け
る
如
何
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
条
文
の
如
何
な
る
憲
法
上
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
の
か
を
論
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
異
論
の
余
地
は
あ
り
得
る
が
、
憲
法
二
四
条

の
保
護
の
対
象
が
異
性
婚
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
す
る
と
、
こ
こ
で
想
定
し
得
る
憲
法
条
文
と
権
利
規
範
は
、
憲
法
一
三
条
後
段
の
幸
福
追

求
権
と
憲
法
一
四
条
一
項
の
平
等
原
則
（
平
等
権
）
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
、
件
の
札
幌
地
裁
判
決
は
、
①
平
成
二
七
年
の
再
婚
禁
止

期
間
違
憲
判
決
で
定
式
化
さ
れ
た
「
婚
姻
を
す
る
に
つ
い
て
の
自
由
」
と
、
②
「
同
性
婚
を
含
む
同
性
間
の
婚
姻
及
び
家
族
に
関
す
る
特
定

の
制
度
を
求
め
る
権
利
」
を
取
り
上
げ
、
い
ず
れ
も
一
三
条
の
も
と
で
の
保
障
を
否
定
し
て
い
た
。
①
は
憲
法
二
四
条
の
「
文
理
解
釈
」
と

「
制
定
経
緯
」
が
、
②
は
同
条
が
婚
姻
及
び
家
族
の
第
一
次
的
な
制
度
形
成
の
権
限
を
立
法
者
に
委
ね
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、

そ
れ
ぞ
れ
権
利
保
障
の
否
定
の
根
拠
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
同
判
決
の
示
す
憲
法
二
四
条
や
一
三
条
等
の
根
拠
条
文
の
理
解
が
適
切
で
あ
る
の
か
に
加
え
て
、
そ
も
そ
も
、
同
性
カ
ッ
プ
ル

が
保
障
を
求
め
る
と
こ
ろ
の
「
婚
姻
の
自
由
」
が
、
上
記
①
と
②
の
二
つ
の
権
利
規
範
と
ど
の
よ
う
な
対
応
関
係
に
あ
る
の
か
が
疑
問
と
な

る
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
分
離
独
立
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
権
利
規
範
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
い
ず
れ
も
「
婚
姻
の
自
由
」
と
し
て
統

一
的
に
構
成
し
得
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
で
、
「
婚
姻
を
す
る
に
つ
い
て
の
自
由
」
は
、
判
例
に
お
い
て
憲
法
二
四
条
一
項
が

そ
の
根
拠
条
文
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
お
り
、
「
婚
姻
を
す
る
か
ど
う
か
、
い
つ
誰
と
婚
姻
を
す
る
か
に
つ
い
て
」
の
「
当
事
者
間

（
剛
）

の
自
由
か
つ
平
等
な
意
思
決
定
」
の
尊
重
を
権
利
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
、
婚
姻
の
入
口
の
段
階
に
お
け
る
当
事

（
断
）

者
の
自
己
決
定
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
夫
婦
」
や
「
両
性
」
と
い
う
当
事
者
の
範
囲
を
規
定
す
る
同
項

の
存
在
に
か
か
わ
り
な
く
、
当
然
に
婚
姻
の
自
由
の
保
障
内
容
に
含
ま
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
理
に
適
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

他
方
で
、
婚
姻
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
や
配
偶
者
間
の
法
律
関
係
を
ど
の
よ
う
に
規
定
す
る
か
は
、
あ
る
程
度
、
立
法
者
の
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法
律
に
よ
る
具
体
化
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
婚
姻
の
自
由
」
を
具
体
化
す
る
た
め
に
、
婚
姻
制
度
の
内
容
に
関
し
て
立
法
者

に
一
定
の
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
裁
量
の
結
果
と
し
て
創
設
さ
れ
る
制
度
が
、
婚
姻
に
と
っ
て
本
質
的
で
な
い
事
柄
を
婚
姻

の
効
果
と
す
る
こ
と
で
実
質
的
に
婚
姻
制
度
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
妨
げ
て
い
る
場
合
や
、
配
偶
者
間
の
権
利
義
務
関
係
が
不
平
等
で
あ
る
場
合

に
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態
も
、
「
婚
姻
の
自
由
」
の
誤
っ
た
内
容
形
成
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
当
該
自
由
の
侵
害
と
見
な
し
得
る
。
事

実
、
憲
法
二
四
条
が
「
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
」
に
立
脚
し
た
婚
姻
の
内
容
形
成
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
種
の
憲
法
の

基
底
的
原
理
に
即
し
た
制
度
形
成
を
求
め
る
権
利
も
ま
た
、
「
婚
姻
の
自
由
」
の
保
障
内
容
を
構
成
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
想

定
に
依
拠
す
る
な
ら
ば
、
日
本
国
憲
法
の
保
障
す
る
「
婚
姻
の
自
由
」
に
は
、
「
個
人
の
尊
厳
」
と
配
偶
者
間
の
「
本
質
的
平
等
」
が
確
保

（
Ⅷ
）

さ
れ
た
婚
姻
制
度
の
も
と
で
親
密
な
関
係
を
形
成
す
る
自
由
も
含
ま
れ
る
と
解
し
得
る
。

以
上
を
要
約
す
る
と
、
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
の
「
婚
姻
の
自
由
」
は
、
さ
し
あ
た
り
、
①
婚
姻
の
入
口
の
段
階
に
お
け
る
当
事
者
の
意

思
決
定
の
自
由
と
、
②
個
人
の
尊
厳
や
配
偶
者
間
の
法
律
関
係
の
平
等
な
ど
の
憲
法
の
要
請
に
適
し
た
制
度
形
成
を
求
め
る
権
利
を
含
意
す

（
Ⅷ
）

る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
権
利
内
容
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、
対
国
家
と
の
関
係
に
置
き
換
え
れ
ば
、
①
の
権
利
は
、
婚
姻

の
自
由
な
意
思
決
定
に
対
す
る
国
家
の
干
渉
を
排
除
す
る
防
御
権
（
自
由
権
）
と
し
て
、
②
の
権
利
は
、
憲
法
の
要
請
に
適
し
た
制
度
形
成

を
求
め
る
作
為
請
求
権
と
し
て
機
能
す
る
も
の
と
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
っ
と
も
、
同
性
婚
を
主
題
と
す
る
本
稿
の
問
題
関
心
に
と
っ
て
、
よ
り
重
要
な
の
は
、
こ
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
た
「
婚
姻
の
自
由
」
の

権
利
内
容
に
照
ら
し
て
、
こ
の
自
由
の
保
護
範
囲
に
同
性
婚
が
含
ま
れ
な
い
と
正
当
に
も
言
え
る
か
否
か
で
あ
る
。
仮
に
、
こ
の
権
利
規
範

と
し
て
の
性
格
か
ら
、
婚
姻
を
異
性
間
に
限
定
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
正
当
な
理
由
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
自
由
の

保
護
範
囲
を
同
性
間
に
拡
張
す
る
に
あ
た
っ
て
残
さ
れ
た
障
害
は
、
憲
法
条
文
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
改
め
て
、
上
述
の
権
利
内
容
を
持

つ
同
性
間
の
婚
姻
の
自
由
が
条
文
解
釈
の
観
点
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
基
礎
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
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②
婚
姻
の
自
由
の
請
求
権
的
構
成
と
同
性
婚

憲
法
上
の
権
利
と
し
て
の
「
婚
姻
の
自
由
」
は
、
主
と
し
て
、
憲
法
二
四
条
一
項
、
ま
た
は
、
憲
法
一
三
条
後
段
の
い
ず
れ
か
に
条
文
上

（
刑
）

の
根
拠
が
あ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
前
者
の
場
合
、
同
項
が
「
両
性
」
な
い
し
は
「
夫
婦
」
と
い
っ
た
婚
姻
関
係
の
「
異

性
性
」
を
示
唆
す
る
文
言
を
擁
す
る
こ
と
か
ら
、
同
項
の
も
と
で
の
同
性
婚
の
基
礎
付
け
に
は
、
例
え
ば
、
「
両
性
」
を
「
両
当
事
者
」
を

意
味
す
る
も
の
と
し
て
読
み
換
え
る
と
い
う
技
巧
的
な
作
業
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
同
項
の
制
定
趣
旨
と
し
て
、
戦
前
の
婚
姻

（
Ⅷ
）

関
係
に
お
け
る
男
女
の
不
平
等
を
是
正
す
る
べ
く
、
「
両
性
の
合
意
」
や
「
夫
婦
」
の
同
権
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
や

は
り
、
同
項
の
保
護
範
囲
に
同
性
婚
を
含
め
て
解
釈
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
「
婚
姻
の

自
由
」
と
い
う
実
体
的
権
利
の
問
題
と
し
て
同
性
婚
の
保
護
を
論
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
憲
法
二
四
条
で
は
な
く
、
包
括
的
基
本
権
条
項
で
あ

る
憲
法
一
三
条
後
段
に
よ
る
基
礎
付
け
が
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
憲
法
一
三
条
後
段
を
根
拠
に
同
性
間
の
婚
姻
の
自
由
を
解
釈
す
る
場
合
に
も
、
同
条
の
「
幸
福
追
求
権
」
か
ら
、
先
に
指
摘
し

た
「
婚
姻
の
自
由
」
の
権
利
内
容
の
う
ち
、
「
婚
姻
を
す
る
に
つ
い
て
の
自
由
」
の
よ
う
な
防
御
権
（
自
由
権
）
の
み
な
ら
ず
、
同
性
間
の
婚

姻
制
度
の
創
設
を
求
め
る
作
為
請
求
権
を
も
適
切
に
推
論
し
得
る
か
が
問
題
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
前
者
の
権
利
内
容
は
婚
姻
当
事
者
の

自
己
決
定
が
国
家
か
ら
干
渉
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
憲
法
二
四
条
二
項
と
憲
法
一
三
条
の
い
ず
れ
に
も
基
礎
付
け
る
こ
と
が
で

き
る
の
に
対
し
て
、
憲
法
一
三
条
か
ら
制
度
の
創
設
を
求
め
る
作
為
請
求
権
が
導
出
し
得
る
の
か
に
関
し
て
は
確
立
し
た
学
説
の
コ
ン
セ
ン

サ
ス
が
存
在
す
る
と
は
言
い
難
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
、
異
性
婚
の
場
合
に
は
、
憲
法
二
四
条
二
項
が
「
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的

平
等
」
に
立
脚
し
た
制
度
形
成
を
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
限
り
で
、
同
項
を
根
拠
に
憲
法
の
要
請
に
即
し
た
制
度
形
成
を
求
め
る
作

為
請
求
権
を
導
出
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
憲
法
一
三
条
の
場
合
に
は
、
同
条
後
段
の
幸
福
追
求
権
の
権
利
類
型
に
つ
き
、

（
肥
）

専
ら
自
由
権
的
権
利
と
捉
え
る
見
解
も
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
上
述
の
よ
う
な
作
為
請
求
権
を
同
条
か
ら
推
論
す
る
こ
と
に
関
し
て
否
定

（
燗
）

的
な
評
価
が
下
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
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こ
こ
で
、
「
結
婚
と
呼
ば
れ
る
人
的
結
合
」
は
、
親
密
な
関
係
を
形
成
す
る
と
い
う
当
事
者
間
の
合
意
に
完
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
「
社
会

の
基
礎
的
構
成
単
位
を
形
成
す
る
」
、
「
公
的
承
認
」
と
「
法
的
保
護
」
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
結
合
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

「
婚
姻
」
は
、
こ
の
よ
う
な
公
的
な
意
味
を
持
つ
人
的
結
合
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
に
対
す
る
「
自
由
」
も
適
切
な
制
度
形
成
を
求
め
る
作

為
請
求
権
的
性
格
を
有
し
て
い
る
と
解
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
「
結
婚
と
呼
ば
れ
る
人
的
結
合
」
が
「
精
神
活
動
・
経
済
活
動
を
支
え
、
社
会
の
基
礎
的
構
成
単
位
を
形
成
す
る
」
関
係
で

あ
る
が
故
に
、
当
該
関
係
形
成
の
自
由
に
は
請
求
権
的
性
格
が
含
意
さ
れ
る
べ
き
だ
と
の
想
定
に
依
拠
す
る
と
、
婚
姻
の
自
由
の
保
護
範
囲

、
、

は
、
事
実
と
し
て
「
社
会
の
基
礎
的
構
成
単
位
を
形
成
」
し
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
画
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
婚

姻
外
の
関
係
も
含
め
た
親
密
な
人
的
結
合
の
す
べ
て
が
、
上
述
の
作
為
請
求
権
的
性
格
を
有
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
何
が
「
社
会

の
基
礎
的
構
成
単
位
を
形
成
す
る
」
関
係
で
あ
る
か
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
既
存
の
婚
姻
に
関
す
る
社
会
通
念
や
法
律
に
よ
っ
て
事
前
に
規

定
さ
れ
て
い
る
側
面
が
少
な
く
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
な
お
事
実
と
し
て
認
識
し
得
る
に
留
ま
る
同
性
間
の
親
密
な
人
的
結
合
が
「
婚
姻
」

と
し
て
の
法
制
化
を
国
家
に
義
務
付
け
る
た
め
に
は
、
当
該
結
合
が
「
社
会
の
基
礎
的
構
成
単
位
を
形
成
」
し
得
る
と
い
う
事
実
に
加
え
て
、

こ
の
点
に
関
し
て
示
唆
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、

（
脳
）

に
よ
る
次
の
よ
う
な
見
解
で
あ
る
。

「
結
婚
と
呼
ば
れ
る
人
的
結
合
は
、
そ
の
当
事
者
に
と
っ
て
の
人
格
的
自
律
の
発
露
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
精
神
活
動
・
経
済
活
動
を
支
え
、
社
会

の
基
礎
的
構
成
単
位
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
一
定
の
『
公
的
承
認
』
と
『
法
的
保
護
』
を
与
え
る
必
要
が
あ
る
。
〔
中
略
〕
そ
の
よ
う
な
公

的
承
認
と
法
的
保
護
を
与
え
ら
れ
た
人
的
結
合
関
係
を
『
婚
姻
』
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
親
密
な
人
的
結
合
の
自
由
（
結
婚
の
自
由
）
は
、
『
婚
姻
』
と
い

（
鵬
）

う
形
式
に
よ
っ
て
承
認
と
保
護
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
請
求
権
的
な
含
意
も
有
す
る
は
ず
で
あ
る
（
『
適
切
な
婚
姻
制
度
を
求
め
る
権
利
』
）
」
。

札
幌
地
裁
判
決
等
の
一
連
の
同
性
婚
訴
訟
の
た
め
に
意
見
書
を
著
し
た
駒
村
圭
吾
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規
範
の
レ
ベ
ル
で
、
よ
り
積
極
的
に
同
性
婚
の
法
制
化
を
基
礎
付
け
る
論
拠
が
存
す
る
こ
と
を
論
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
論
拠
と
な
り
得
る
憲
法
規
範
が
、
一
方
で
、
憲
法
一
三
条
後
段
の
「
人
格
的
自
律
権
（
自
己
決
｛
織
）
」
で
あ
り
、
他
方
で
、
憲
法
一

四
条
一
項
の
平
等
原
則
で
あ
る
。
ま
ず
前
者
に
つ
い
て
付
言
す
る
な
ら
ば
、
駒
村
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
結
婚
の
よ
う
な
「
人
生
の
伴
侶
の

（
Ｗ
）

選
択
」
は
、
そ
の
選
択
を
す
る
個
人
に
と
っ
て
重
要
な
自
己
決
定
で
あ
り
、
そ
の
決
定
に
よ
っ
て
人
生
の
方
向
付
け
が
な
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
よ
う
な
選
択
は
、
個
人
の
「
人
格
的
自
律
」
に
関
わ
る
事
柄
と
し
て
、
憲
法
一
三
条
後
段
の
「
幸
福
追
求
権
」
の
保
護
の
対
象
に
な
る
。

も
っ
と
も
、
上
述
の
よ
う
に
、
婚
姻
が
、
親
密
な
関
係
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
当
事
者
間
の
合
意
に
完
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

「
公
的
承
認
」
や
「
法
的
保
護
」
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
公
的
な
意
味
を
持
つ
制
度
で
あ
る
と
す
る
と
、
同
条
の
も
と
で
基
礎
付
け
ら
れ
る

「
婚
姻
の
自
由
」
は
、
一
見
す
る
と
、
「
自
分
の
こ
と
は
自
分
で
決
め
る
」
と
い
う
個
人
の
自
律
や
自
己
決
定
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
そ
の

自
律
的
な
生
や
自
己
決
定
の
た
め
に
、
国
家
の
創
設
す
る
制
度
や
社
会
に
お
け
る
他
者
の
承
認
を
積
極
的
に
必
要
と
す
る
と
い
う
、
あ
る
種

の
矛
盾
に
陥
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
、
「
人
格
的
自
律
権
」
論
の
提
唱
者
で
あ
る
佐
藤
幸
治
が
自
認
す
る
よ
う
に
、
個
人
の
自
律
や
自
己
決
定
は
、
必
ず
し
も
徹
底
し

た
自
己
完
結
性
や
国
家
の
不
干
渉
を
求
め
る
も
の
で
は
な
く
、
自
律
や
自
己
決
定
を
実
現
す
る
た
め
の
「
環
境
」
ま
た
は
「
社
会
的
・
制
度

（
肥
）

的
条
件
」
の
整
備
を
も
「
国
家
の
責
務
」
と
し
て
要
求
す
る
も
の
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
。
実
際
に
、
こ
こ
で
佐
藤
が
参
照
す
る
］
○
の
①
ｇ

詞
闇
は
、
自
律
の
観
念
か
ら
は
、
政
府
に
対
し
て
、
個
人
の
自
律
の
実
現
の
た
め
に
必
要
な
選
択
肢
の
範
囲
を
提
供
す
る
こ
と
ま
で
も
が
要

（
刑
）

請
さ
れ
る
と
説
い
て
い
た
。
詞
間
曰
く
、
「
自
ら
の
人
生
の
（
部
分
的
な
）
作
者
で
あ
る
」
と
い
う
観
点
は
、
「
自
律
」
の
意
味
の
一
部
を
構

成
す
る
に
過
ぎ
ず
、
「
自
律
的
な
生
の
諸
条
件
」
が
確
立
し
て
い
な
け
れ
ば
、
人
は
自
律
的
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
こ
で
、
自
律
の
観

念
か
ら
は
さ
ら
に
、
政
府
に
対
し
て
、
市
民
が
自
律
的
な
生
を
送
る
た
め
に
利
用
で
き
る
十
分
な
数
の
選
択
肢
を
提
供
す
る
義
務
が
課
さ
れ

（
Ⅷ
）る
。
こ
の
よ
う
に
、
個
人
の
自
律
や
自
己
決
定
が
、
そ
の
た
め
の
国
家
に
よ
る
環
境
や
条
件
整
備
を
排
除
す
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
、
積
極

的
に
要
求
す
る
も
の
と
解
し
得
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
性
間
の
親
密
な
関
係
形
成
を
支
え
る
た
め
の
制
度
設
営
の
作
為
請
求
権
を
「
婚
姻
の
自
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由
」
と
し
て
憲
法
一
三
条
後
段
を
根
拠
に
推
論
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
な
お
婚
姻
が
社
会
の
基
礎
的
構
成
単
位
と
し
て

重
視
さ
れ
て
い
る
現
状
に
お
い
て
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
に
と
っ
て
も
、
親
密
な
関
係
形
成
に
関
す
る
自
己
決
定
の
た
め
の
社
会
的
・
制
度
的
条

件
と
し
て
の
婚
姻
の
持
つ
意
義
は
小
さ
く
な
い
。

も
っ
と
も
、
恩
Ｎ
の
よ
う
に
自
律
の
概
念
を
理
解
す
る
と
し
て
も
、
同
性
婚
の
法
制
化
は
、
そ
れ
が
同
性
間
の
親
密
な
関
係
形
成
を
通
じ

た
自
律
的
な
生
の
実
現
に
寄
与
す
る
と
合
理
的
に
考
え
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
個
人
の
自
律
の
観
点
か
ら
擁
護
可
能
な
制
度
設
計
の
選
択

肢
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
も
は
や
婚
姻
制
度
が
個
人
の
自
律
的
な
生
の
実
現
に
資
す
る
も
の
で
な
い
な
ら
ば
、

そ
の
制
度
は
廃
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
よ
り
個
人
の
自
律
的
な
生
に
適
っ
た
制
度
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
婚
姻
に
取
っ

て
代
わ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
際
に
具
体
化
さ
れ
た
制
度
が
、
個
人
の
自
律
を
著
し
く
損
ね
る
場
合
に
は
、
そ
の

制
度
の
改
変
が
、
個
人
の
自
律
の
観
点
か
ら
同
様
に
要
請
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
個
人
の
自
律
に
適
っ
た
制
度
の
改
変
要
求
は
、
憲
法
一
三
条
前
段
の
「
個
人
と
し
て
の
尊
重
」
の
趣
旨
を
受
け
た
後
段
の
解

釈
に
よ
っ
て
導
く
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
立
法
者
が
異
性
間
の
婚
姻
に
関
し
て
憲
法
二
四
条
二
項
の
「
個
人
の
尊
厳
」
に
適
合
し
な
い

内
容
形
成
を
行
っ
た
場
合
に
、
そ
の
要
請
に
即
し
た
制
度
形
成
を
求
め
る
請
求
権
が
異
性
間
の
「
婚
姻
の
自
由
」
の
権
利
内
容
か
ら
導
か
れ

る
の
と
同
様
に
、
憲
法
一
三
条
後
段
の
同
性
間
の
「
婚
姻
の
自
由
」
は
、
同
条
前
段
の
「
個
人
の
尊
重
（
尊
厳
）
」
原
理
に
適
合
的
な
制
度

形
成
を
求
め
る
請
求
権
を
含
意
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
加
え
て
、
憲
法
二
四
条
二
項
の
「
両
性
の
本
質
的
平
等
」
を
配
偶
者
間
の
権
利
義

務
関
係
の
平
等
を
要
請
す
る
も
の
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
同
性
間
の
場
合
に
お
け
る
同
様
の
要
請
を
一
三
条
前
段
の
「
個
人
の
尊
重
（
尊
厳
）
」

（
皿
）

原
理
か
ら
推
論
す
る
こ
と
に
も
大
き
な
支
障
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
る
と
、
憲
法
二
四
条
の
保
護
範
囲
に
同
性
婚
が
含
ま
れ
な
く
と
も
、
上
述
の
よ
う
に
、
異
性
間
の
婚
姻
の
自

由
と
同
様
の
権
利
内
容
を
備
え
た
権
利
規
範
を
憲
法
一
三
条
か
ら
推
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
権
利
内
容
の
観
点
に
お
い
て
、
異
性
間

と
同
性
間
と
で
条
文
上
の
根
拠
を
区
別
し
た
と
し
て
も
不
都
合
は
生
じ
な
い
。
む
し
ろ
、
条
文
の
文
言
や
原
意
を
重
視
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
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【図】

婚姻に関する意思決定の自由

（例： 「婚姻締結の自由」「相手方

選択の自由｣）

婚姻に関する不作為請求権

（防御権）

（憲法13条後段）

同性間の婚姻の自由
婚姻制度の創設を求める権利

婚姻に関する作為請求権

憲法の諸原理に適合的な

制度形成を求める権利

（例： 「個人の尊厳」「両当事者間

の本質的平等｣）

憲
法
一
三
条
に
よ
る
同
性
婚
の
補
充
的
保
障
は
、
憲
法
二
四
条
の
保
護
範
囲
を
拡
張
し
よ
う

と
試
み
る
よ
り
も
、
よ
り
条
文
に
忠
実
な
解
釈
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
憲
法
一
三
条
後

段
に
基
づ
く
同
性
間
の
婚
姻
の
自
由
の
権
利
内
容
は
、
【
図
】
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

③
解
釈
指
針
と
し
て
の
平
等

そ
れ
で
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
同
性
間
の
婚
姻
の
自
由
が
憲
法
一
三
条
後
段
か
ら
推
論
し

得
る
と
し
た
場
合
に
、
婚
姻
に
関
す
る
異
性
間
と
同
性
間
の
不
平
等
を
問
題
と
す
る
憲
法
一

四
条
一
項
の
平
等
原
則
は
、
憲
法
一
三
条
の
解
釈
論
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
言
え
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
婚
姻
に
関
す
る
実
体
的
権
利
と
平
等
原
則
の
条
文
の
適
用
関
係
は
、

異
性
婚
を
規
律
対
象
と
す
る
憲
法
二
四
条
の
場
合
に
も
問
題
と
な
る
。

こ
の
と
き
重
要
と
な
る
の
が
、
婚
姻
の
自
由
の
内
容
形
成
に
お
け
る
平
等
原
則
の
位
置
づ

け
で
あ
る
。
通
常
、
訴
訟
に
お
い
て
は
、
憲
法
一
四
条
一
項
の
平
等
原
則
と
他
の
条
文
か
ら

推
論
さ
れ
る
実
体
的
権
利
が
同
時
に
主
張
さ
れ
る
と
き
、
ど
ち
ら
か
一
方
が
他
方
に
吸
収
さ

（
脱
）

れ
て
審
査
さ
れ
る
か
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
観
点
か
ら
並
列
的
に
審
査
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
同
性
婚
の
内
容
形
成
義
務
が
立
法
者
に
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
際
に
も
、
同
性
婚

の
立
法
不
作
為
を
婚
姻
の
自
由
の
侵
害
と
し
て
構
成
す
べ
き
か
、
平
等
原
則
違
反
と
し
て
構

成
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
両
方
が
同
時
に
独
立
し
て
審
査
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
か

が
問
わ
れ
る
。

こ
の
点
、
婚
姻
の
自
由
が
他
の
憲
法
上
の
権
利
と
同
様
に
実
体
的
権
利
と
し
て
の
性
格
を

有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
肯
定
す
る
な
ら
ば
、
事
案
は
、
平
等
原
則
違
反
の
問
題
と
し
て
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と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
婚
姻
の
自
由
の
侵
害
の
問
題
と
し
て
構
成
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
上
述
の
よ
う
に
、
婚
姻
の
自
由
の
権
利
内
容
に

制
度
の
創
設
を
求
め
る
作
為
請
求
権
的
性
格
が
含
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
違
憲
審
査
の
あ
り
方
と
し

て
は
、
当
該
作
為
請
求
権
に
対
応
す
る
立
法
者
の
憲
法
適
合
的
な
婚
姻
の
内
容
形
成
義
務
を
観
念
し
、
立
法
者
が
そ
の
義
務
を
履
行
す
る
た

め
に
婚
姻
の
自
由
の
内
容
形
成
権
限
を
有
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
婚
姻
法
に
お
け
る
不
平
等
の
問
題
を
当
該
内
容
形
成
の
統
制
枠
組
み
の
な

か
で
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
夫
婦
間
の
権
利
義
務
関
係
が
不
平
等
に
法
律
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
、

婚
姻
の
誤
っ
た
内
容
形
成
と
し
て
婚
姻
の
自
由
の
侵
害
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。

実
際
、
判
例
に
目
を
向
け
る
と
、
表
向
き
は
審
査
の
大
枠
に
お
い
て
憲
法
一
四
条
一
項
の
平
等
審
査
を
展
開
し
つ
つ
も
、
そ
の
審
査
の
実

態
は
、
婚
姻
の
自
由
の
内
容
形
成
の
問
題
で
あ
る
と
言
え
る
事
例
が
多
々
見
ら
れ
る
。
平
成
二
七
年
の
再
婚
禁
止
期
間
違
憲
判
決
が
、
そ
の

（
昭
）

一
例
と
言
え
よ
う
。
同
判
決
で
は
、
女
性
に
の
み
六
箇
月
の
再
婚
禁
止
期
間
を
定
め
る
民
法
七
三
三
条
の
合
憲
性
を
憲
法
一
四
条
一
項
の
区

別
の
合
理
性
の
観
点
か
ら
審
査
す
る
こ
と
を
明
言
し
つ
つ
も
、
そ
の
審
査
の
内
部
に
お
い
て
、
憲
法
二
四
条
二
項
の
「
要
請
、
指
針
」
や
同

条
一
項
の
「
婚
姻
を
す
る
に
つ
い
て
の
自
由
」
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
で
、
結
果
的
に
、
民
法
七
三
三
条
の
一
○
○
日
超
過
部
分
に
関

（
脳
）

す
る
違
憲
判
断
が
導
か
れ
て
い
る
。
こ
の
違
憲
審
査
に
お
い
て
決
め
手
と
な
っ
た
の
は
、
明
ら
か
に
憲
法
二
四
条
の
規
範
的
要
請
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
稿
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
同
条
の
要
請
に
適
っ
た
婚
姻
の
内
容
形
成
の
作
為
請
求
権
も
婚
姻
の
自
由
の
権
利
内
容
に
含
意
さ
れ

て
い
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
本
件
は
平
等
原
則
違
反
よ
り
も
婚
姻
の
自
由
の
侵
害
で
あ
る
こ
と
が
全
面
に
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
脇
）

同
様
の
思
考
枠
組
は
、
同
日
に
下
さ
れ
た
夫
婦
同
氏
制
合
憲
判
決
の
な
か
に
も
見
ら
れ
る
。
同
判
決
は
、
男
女
間
の
形
式
的
不
平
等
の
存

在
を
否
定
し
つ
つ
も
、
民
法
七
五
○
条
の
定
め
る
夫
婦
同
氏
制
が
も
た
ら
す
「
差
別
的
な
意
識
や
慣
習
に
よ
る
影
響
」
を
「
排
除
し
て
実
質

的
な
平
等
が
保
た
れ
る
よ
う
に
図
る
こ
と
は
、
憲
法
一
四
条
一
項
の
趣
旨
に
沿
う
も
の
で
あ
」
り
、
こ
の
点
は
、
憲
法
二
四
条
に
よ
る
立
法

裁
量
統
制
の
際
に
「
考
慮
す
べ
き
事
項
」
で
あ
る
と
位
置
付
け
、
婚
姻
締
結
時
の
男
女
間
の
実
質
的
不
平
等
の
問
題
を
同
条
二
項
の
審
査
に

（
断
）

組
み
込
ん
で
検
討
を
進
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
憲
法
二
四
条
に
よ
る
裁
量
統
制
の
審
査
が
、
憲
法
一
四
条
一
項
の
平
等
審
査
か
ら
独
立
し
て
、
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婚
姻
に
関
す
る
不
平
等
の
審
査
を
も
含
む
か
た
ち
で
展
開
し
得
る
こ
と
の
証
左
と
な
る
。
そ
の
際
、
婚
姻
の
自
由
を
憲
法
二
四
条
二
項
の

「
要
請
、
指
針
」
に
適
合
的
な
制
度
形
成
を
求
め
る
権
利
と
し
て
も
理
解
す
る
な
ら
ば
、
婚
姻
の
自
由
の
保
障
内
容
の
な
か
に
、
既
に
、
婚

姻
に
関
す
る
不
平
等
の
是
正
を
求
め
る
要
請
ま
で
も
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
す
る
と
、
も
は
や
、
婚
姻
の
自
由
と
平
等
原
則
の
双
方
が
適
用
可
能
な
事
案
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
、
婚
姻
の
自
由
の
侵
害
の
正

、
、
、
、

当
化
の
問
題
と
し
て
議
論
を
構
成
す
べ
き
で
あ
る
と
言
え
、
平
等
原
則
は
、
婚
姻
の
自
由
の
内
容
形
成
の
際
に
解
釈
指
針
と
し
て
考
慮
す
べ

き
も
の
へ
と
再
定
位
し
得
る
。
と
り
わ
け
、
家
族
法
の
定
め
る
婚
姻
の
要
件
や
効
果
に
よ
っ
て
一
定
の
集
団
か
ら
婚
姻
の
機
会
が
剥
奪
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
確
か
に
、
「
法
の
下
の
平
等
」
に
反
す
る
事
態
と
も
言
え
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
他
の
集
団
に
は
基
本
的

に
保
障
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
婚
姻
の
自
由
」
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
上
の
権
利
と

、
、
、
、

し
て
の
婚
姻
の
自
由
は
、
そ
の
権
利
内
容
の
性
格
や
根
拠
条
文
の
文
言
に
反
し
な
い
限
り
、
そ
の
自
由
の
適
用
範
囲
の
不
当
な
制
限
を
も
問

題
と
し
得
る
の
で
あ
り
、
そ
の
制
限
の
不
当
性
は
婚
姻
の
自
由
の
解
釈
に
平
等
原
則
の
要
請
を
読
み
込
む
こ
と
で
、
よ
り
明
ら
か
と
な
る
。

、
、
、
、

つ
ま
り
、
婚
姻
の
自
由
と
平
等
原
則
が
と
も
に
適
用
可
能
な
事
案
に
お
い
て
、
平
等
原
則
は
、
婚
姻
の
自
由
の
適
用
範
囲
の
解
釈
の
際
に
考

、
、

盧
さ
れ
る
指
針
と
し
て
の
位
置
付
け
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
同
性
婚
立
法
の
不
作
為
の
問
題
に
も
当
て
は
ま
る
。
確
か
に
、
異
性
間
と
同
性
間
の
相
違
が
カ
ッ
プ
ル
の
性
的
指
向
に
し

か
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
性
間
に
婚
姻
を
認
め
な
い
こ
と
は
、
平
等
原
則
違
反
の
問
題
と
し
て
も
、
婚
姻
の
自
由
の
侵
害
の
問
題
と
し

て
も
構
成
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
憲
法
一
四
条
一
項
の
平
等
原
則
は
相
対
的
平
等
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
性
間
に
と
っ
て

比
較
の
対
象
と
な
る
異
性
間
の
婚
姻
は
、
憲
法
二
四
条
に
よ
っ
て
、
そ
の
法
律
に
よ
る
内
容
形
成
が
立
法
者
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
同
性
婚
の
制
度
形
成
を
求
め
る
実
体
的
権
利
を
観
念
す
る
こ
と
な
し
は
、
平
等
原
則
単
独
の
み
で
同
性
婚
の
内
容
形
成
義
務
を

基
礎
付
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
本
稿
は
、
同
性
婚
の
内
容
形
成
義
務
を
包
括
的
基
本
権
条

項
で
あ
る
憲
法
一
三
条
後
段
の
「
幸
福
追
求
権
」
規
定
か
ら
推
論
す
る
方
途
が
望
ま
し
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
異
性
間
の
場
合
と
同
様
に
、
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４
結
び
に
代
え
て
ｌ
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
か
、
婚
姻
か

《
同
性
婚
の
内
容
形
成
権
限
と
平
等
原
則
の
関
係
》
と
い
う
主
題
に
対
す
る
本
稿
の
結
論
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
上

の
同
性
婚
の
内
容
形
成
義
務
は
、
憲
法
一
三
条
後
段
の
「
幸
福
追
求
権
」
規
定
か
ら
導
か
れ
、
そ
の
際
、
平
等
原
則
は
、
婚
姻
に
関
す
る
実

体
的
権
利
と
は
無
関
係
に
用
い
ら
れ
る
規
範
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
婚
姻
の
自
由
の
適
用
範
囲
を
解
釈
す
る
際
の
指
針
と
し
て
の
役

割
を
果
た
す
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
上
述
の
結
論
に
対
し
て
は
、
当
然
の
如
く
、
様
々
な
観
点
か
ら
疑
義
が
呈
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
婚
姻
の
自
由
と
い
う

憲
法
上
の
権
利
を
観
念
す
る
こ
と
は
、
カ
ッ
プ
ル
の
生
活
共
同
体
に
は
多
様
な
実
態
が
あ
り
得
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
憲
法
上
、
婚
姻
の
み

を
国
家
が
法
的
に
承
認
し
保
護
す
べ
き
関
係
と
す
る
こ
と
で
、
婚
姻
の
特
権
化
や
婚
姻
以
外
の
関
係
へ
の
ス
テ
ィ
グ
マ
を
も
た
ら
す
こ
と
に

（
Ｗ
）
（
脇
）

な
る
と
い
っ
た
批
判
や
、
婚
姻
制
度
の
存
在
理
由
は
、
カ
ッ
プ
ル
の
関
係
性
の
保
護
の
み
な
ら
ず
、
子
の
福
祉
の
実
現
に
も
存
す
る
と
こ
ろ
、

婚
姻
関
係
を
親
子
関
係
か
ら
切
り
離
し
た
う
え
で
、
婚
姻
関
係
に
関
す
る
部
分
の
み
の
拡
張
を
求
め
る
権
利
を
「
婚
姻
の
自
由
」
と
し
て
構

（
伽
）

成
す
る
こ
と
は
妥
当
な
の
か
と
い
っ
た
疑
問
が
想
定
さ
れ
得
る
。
い
ず
れ
の
疑
義
も
、
「
婚
姻
の
自
由
」
と
い
う
実
体
的
権
利
を
想
定
し
た

同
性
婚
の
解
釈
論
を
評
価
す
る
う
え
で
傾
聴
す
べ
き
指
摘
で
あ
る
。

紙
幅
の
都
合
上
、
こ
れ
ら
の
疑
義
に
対
す
る
応
答
は
他
日
を
期
す
他
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
本
稿
の
主
題
に
関
連
す
る
重
要
な
論
点
と

し
て
、
次
の
点
に
関
し
て
は
本
稿
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
の
観
点
か
ら
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
を
保

護
す
る
法
律
上
の
制
度
は
、
必
ず
婚
姻
制
度
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
う
で
は
な
く
、
婚
姻
と
は
別
枠
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度

で
あ
っ
て
も
良
い
の
か
と
い
う
論
点
で
あ
る
。
こ
の
点
、
先
述
の
婚
姻
関
係
と
親
子
関
係
を
切
り
離
し
て
論
ず
る
こ
と
に
疑
義
を
呈
す
る
立

、
、
、
、

、
、
、
、

あ
く
ま
で
、
憲
法
一
四
条
一
項
の
平
等
原
則
は
、
婚
姻
の
自
由
の
適
用
範
囲
を
同
性
間
に
拡
張
す
る
こ
と
を
基
礎
付
け
る
解
釈
指
針
と
し
て

の
役
割
を
果
た
す
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
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場
を
徹
底
す
る
と
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
夫
婦
と
は
異
な
り
自
然
生
殖
の
可
能
性
が
想
定
し
難
い
同
性
カ
ッ
プ
ル
の
関
係
は
「
婚
姻
」
と
呼

ぶ
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
序
章
で
言
及
し
た
札
幌
地
裁
判
決
も
、
「
婚
姻
に
よ
っ
て
生
じ
る
法
的
効
果
」

を
享
受
す
る
た
め
の
「
法
的
手
段
」
と
し
て
「
ど
の
よ
う
な
制
度
を
採
用
す
る
か
」
に
関
し
て
は
立
法
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
と
し
、
そ
の
際
、

同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
の
導
入
も
排
除
し
な
い
か
の
よ
う
に
読
め
る
立
論
を
展
開
し
て
い
た
。

し
か
し
、
果
た
し
て
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
は
、
自
然
生
殖
に
よ
り
子
を
も
う
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
故
に
、
子
の
福
祉
の
実
現
に
も
寄
与

す
る
婚
姻
制
度
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
否
定
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。
ま
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
同
性
間
の
「
婚
姻
の
自
由
」
も
観
念
し
得
ず
、
同
性

カ
ッ
プ
ル
は
、
憲
法
上
は
、
あ
く
ま
で
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
の
導
入
を
求
め
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対

す
る
応
答
は
、
二
つ
の
観
点
か
ら
可
能
で
あ
る
。
第
一
に
、
現
行
民
法
の
親
子
関
係
の
認
定
に
関
す
る
制
度
の
建
付
け
か
ら
、
第
二
に
、
同

性
カ
ッ
プ
ル
も
異
性
カ
ッ
プ
ル
と
同
様
に
子
の
養
育
の
担
い
手
と
な
り
得
る
と
い
う
事
実
か
ら
応
答
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
ま
ず
も
っ
て
、
現
行
民
法
は
、
「
妻
が
婚
姻
中
に
懐
胎
し
た
子
」
を
「
夫
の
子
と
推
定
す
る
」
（
七
七
二
条
）
と
こ
ろ
、
父
と
子

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
の
間
に
血
縁
関
係
が
存
在
し
な
い
場
合
に
も
一
定
の
期
間
内
に
嫡
出
否
認
を
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
（
七
七
七
条
）
、
そ
の
父
子
の
間
に
実
親

（
川
）

子
関
係
が
成
立
す
る
建
付
け
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
現
行
民
法
は
、
い
わ
ゆ
る
子
連
れ
再
婚
の
場
合
に
、
血
縁
関
係
の
な
い
配

偶
者
の
一
方
と
未
成
年
の
子
と
の
間
に
養
親
子
関
係
を
形
成
す
る
機
会
を
提
供
し
て
い
る
（
七
九
五
条
た
だ
し
書
・
七
九
八
条
た
だ
し
書
）
。
こ

の
よ
う
に
、
現
行
民
法
自
体
、
親
子
関
係
の
認
定
に
際
し
て
親
子
の
血
縁
関
係
の
存
在
を
必
須
の
要
件
と
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
、
子
の
利

益
の
観
点
か
ら
血
縁
関
係
が
存
在
し
な
い
場
合
に
も
柔
軟
に
法
律
上
の
親
子
関
係
が
成
立
す
る
余
地
を
残
し
て
い
る
。

第
二
に
、
し
か
し
他
方
で
、
異
性
カ
ッ
プ
ル
の
場
合
に
は
、
上
述
の
よ
う
に
子
を
自
然
生
殖
に
よ
っ
て
も
う
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

に
も
法
律
上
の
親
子
関
係
を
形
成
す
る
余
地
が
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
の
場
合
に
は
、
婚
姻
と
同
様
に
親
子
関
係
に
関

す
る
法
的
規
律
が
予
定
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
工
生
殖
医
療
の
問
題
を
脇
に
置
い
て
お
く
と
し
て
も
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
の
場

合
に
も
な
お
、
以
前
の
異
性
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
間
に
も
う
け
た
連
れ
子
を
伴
う
親
密
な
人
的
結
合
の
形
成
は
想
定
し
得
る
の
で
あ
り
、
現
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（
皿
）

に
そ
の
よ
う
な
カ
ッ
プ
ル
は
存
在
す
る
。
ま
た
近
年
で
は
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
も
「
養
育
里
親
」
と
し
て
認
定
さ
れ
て
お
り
、
家
庭
で
保
護
者

（
皿
）

か
ら
の
監
護
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
子
ど
も
た
ち
の
受
け
皿
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
を
踏
ま
え
る
と
、
婚
姻
の
み
な
ら
ず
、

親
子
関
係
に
関
す
る
法
的
効
果
も
ま
た
同
性
カ
ッ
プ
ル
に
拡
張
し
得
る
の
で
あ
り
、
子
の
福
祉
の
実
現
を
婚
姻
制
度
の
存
在
理
由
と
す
る
の

で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
、
婚
姻
制
度
の
利
用
を
同
性
カ
ッ
プ
ル
に
も
認
め
る
こ
と
が
理
に
か
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
子
を
も
た
な
い
カ
ッ
プ
ル
の
存
在
は
異
性
間
の
場
合
に
も
同
性
間
の
場
合
に
も
想
定
し
得
る
の
と
同
様
に
、
子
を
も
つ

カ
ッ
プ
ル
の
存
在
も
ま
た
、
カ
ッ
プ
ル
の
性
的
指
向
に
関
係
な
く
想
定
し
得
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
性
間
に
親
子
関
係
と
連
動
し
た
婚
姻
に

関
す
る
法
的
効
果
の
適
用
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
の
導
入
が
望
ま
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
見
解
は
婚

（
鯛
）

姻
制
度
を
同
性
間
に
拡
張
す
る
十
分
な
論
拠
と
な
り
得
な
い
。
な
お
、
同
性
間
の
「
婚
姻
の
自
由
」
を
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
観
念
す
る
意

義
は
失
わ
れ
て
い
な
い
し
、
憲
法
一
三
条
後
段
か
ら
同
性
婚
の
内
容
形
成
義
務
が
立
法
者
に
課
さ
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

（
哩
長
谷
部
恭
男
『
憲
法
の
理
性
〔
増
補
新
装
版
〕
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
○
一
六
年
）
一
三
三
頁
。

（
腿
）
も
っ
と
も
、
長
谷
部
・
前
掲
注
（
皿
）
、
一
三
四
頁
は
、
「
社
会
に
お
い
て
共
有
さ
れ
て
い
る
制
度
イ
メ
ー
ジ
は
、
法
律
家
集
団
に
お
け
る
共
通
了
解
を
通
じ
て
立
法
裁
量

を
限
定
し
、
法
制
度
保
障
の
義
務
内
容
を
限
定
す
る
」
と
説
く
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
「
社
会
に
お
い
て
共
有
さ
れ
て
い
る
制
度
イ
メ
ー
ジ
」
を
婚
姻
の
制
度
保
障
の

（
咽
）
山
本

（
剛
）
山
本

保
障
は
、

あ
る
」
）
。

（
Ｗ
）
山
本
敬
三
「
憲
法
に
よ
る
私
法
制
度
の
保
障
と
そ
の
意
義
ｌ
制
度
的
保
障
論
を
手
が
か
り
と
し
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
四
四
号
（
二
○
○
三
年
）
一
四
○
頁
、
工
藤
達

朗
「
憲
法
に
お
け
る
婚
姻
と
家
族
」
赤
坂
正
浩
ほ
か
著
『
フ
ァ
ー
ス
ト
ス
テ
ッ
プ
憲
法
』
（
有
斐
閣
、
二
○
○
五
年
）
一
五
五
頁
、
小
山
剛
「
人
権
と
制
度
」
西
原
博
史
編

『
岩
波
講
座
憲
法
二
人
権
論
の
新
展
開
』
（
岩
波
書
店
、
二
○
○
七
年
）
五
三
頁
を
参
照
。

（
蝿
）
た
だ
し
、
工
藤
・
前
掲
注
（
Ｗ
）
、
一
五
五
頁
は
、
の
ｇ
且
＃
が
強
調
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
伝
統
的
に
継
承
さ
れ
て
き
た
制
度
の
核
心
部
分
の
保
護
を
憲
法
二
四
条
の
保
障

内
容
と
し
て
位
置
付
け
る
稀
有
な
例
で
あ
る
（
「
制
度
的
保
障
は
伝
統
的
な
制
度
を
凍
結
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
男
女
一
対
一
の
結
合
が
婚
姻
で
あ
る
こ
と
は
、
制
度
の

核
心
部
分
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
な
ど
を
婚
姻
と
取
り
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
）
。

前
掲
注
（
岬
）
、
一
四
七
‐
一
四
八
頁
を
参
照
。
同
様
の
指
摘
と
し
て
、
小
山
・
前
掲
注
（
岬
）
、
七
○
頁
を
参
照
（
「
所
有
権
で
あ
れ
、
契
約
自
由
で
あ
れ
、
制
度

各
人
が
私
人
と
し
て
の
対
等
性
に
基
づ
い
て
自
己
の
自
由
を
展
開
し
、
他
者
と
の
法
的
関
係
を
自
律
的
に
形
成
す
る
た
め
の
法
的
イ
ン
フ
ラ
を
提
供
す
る
も
の
で

前
掲
注
（
岬
）
、
一
四
七
頁
を
参
照
。
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（
Ⅷ
）

へへ

165 164
ーー

核
心
部
分
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
、
長
谷
部
は
昏
冨
昇
逵
の
ど
の
制
度
保
障
の
議
論
に
言
及
し
て
い
る
。

（
脇
）
日
本
に
お
け
る
制
度
保
障
論
の
再
構
成
の
試
み
と
し
て
、
小
山
・
前
掲
注
（
岬
）
四
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
皿
）
さ
し
あ
た
り
、
憲
法
二
四
条
に
関
し
て
、
篠
原
永
明
「
『
婚
姻
の
自
由
』
の
内
容
形
成
」
甲
南
法
学
五
七
巻
三
・
四
号
（
二
○
一
七
年
）
六
○
五
頁
以
下
を
参
照
。

（
鰯
）
篠
原
永
明
「
婚
姻
・
家
族
制
度
の
内
容
形
成
に
お
け
る
考
慮
事
項
と
そ
の
具
体
的
展
開
」
甲
南
法
学
五
八
巻
三
・
四
号
四
三
‐
四
七
頁
を
参
照
。

（
剛
）
野
坂
泰
司
「
憲
法
は
変
わ
っ
た
の
か
ｌ
〈
憲
法
の
解
釈
〉
と
く
憲
法
の
変
化
〉
」
世
界
八
八
五
号
二
○
二
頁
も
参
照
（
憲
法
二
四
条
に
関
す
る
制
憲
者
の
意
図
に
「
同

性
婚
を
明
確
に
否
定
す
る
趣
旨
は
う
か
が
え
な
い
」
）
。

（
Ⅳ
）
当
時
の
司
法
大
臣
木
村
篤
太
郎
の
次
の
答
弁
を
参
照
。
．
夫
一
婦
の
原
則
は
、
私
個
人
の
考
え
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
全
く
世
界
通
有
の
一
大
原
則
だ
と
思
い
ま
す
。

ど
う
し
て
も
一
夫
一
婦
で
な
け
れ
ば
相
成
ら
ぬ
と
考
え
て
居
り
ま
す
。
日
本
の
民
法
に
於
き
ま
し
て
も
、
此
の
原
則
は
守
っ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
将
来
と
も
此
の
原
則

だ
け
は
十
分
に
維
持
さ
れ
る
こ
と
だ
と
信
じ
て
疑
い
ま
せ
ぬ
」
（
清
水
伸
編
著
『
逐
条
日
本
国
憲
法
審
議
録
第
二
巻
』
（
原
書
房
、
一
九
七
六
年
）
四
八
五
‐
四
八
六
頁
）
・

（
脇
）
第
九
○
回
帝
国
議
会
の
審
議
を
見
る
と
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
制
憲
者
ら
が
婚
姻
や
家
族
に
関
す
る
事
柄
に
つ
い
て
制
憲
時
に
す
べ
て
を
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の

多
く
を
将
来
の
法
律
に
よ
る
内
容
形
成
に
委
ね
て
い
た
と
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
四
条
二
項
の
「
家
族
に
関
す
る
そ
の
他
の
事
柄
」
の
内
実
に
関
す
る
次
の
金
森

徳
次
郎
国
務
大
臣
の
答
弁
を
参
照
。
「
〔
前
略
〕
そ
の
憲
法
上
の
規
定
は
、
第
二
二
条
の
第
二
項
〔
現
行
の
二
四
条
二
項
〕
に
於
き
ま
し
て
「
家
族
に
関
す
る
そ
の
他
の
事

項
」
と
云
う
肩
書
を
以
ち
ま
し
て
、
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
に
立
脚
し
て
制
定
せ
ら
る
べ
き
旨
を
規
定
し
、
そ
の
他
の
こ
と
は
今
後
の
こ
の
憲
法
の
持
っ
て
居

る
大
精
神
に
基
づ
い
て
、
個
々
の
立
法
に
依
っ
て
最
善
の
目
的
を
達
成
し
た
い
と
考
え
て
居
り
ま
す
」
（
清
水
・
前
掲
注
（
剛
）
、
四
八
九
頁
）
・

（
剛
）
木
下
智
史
・
只
野
雅
人
編
『
新
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
憲
法
〔
第
二
版
〕
』
（
日
本
評
論
社
、
二
○
一
九
年
）
三
○
七
頁
〔
木
下
智
史
執
筆
〕
。

（
剛
）
辛
嶋
・
前
掲
注
（
師
）
、
四
四
二
頁
を
参
照
。

（
皿
）
第
二
章
第
一
節
第
二
款
仙
の
国
君
９
ｍ
の
批
判
を
参
照
。

（
皿
）
木
村
草
太
『
平
等
な
き
平
等
条
項
論
一
（
東
京
大
学
出
版
、
二
○
○
八
年
）
一
九
七
頁
を
参
照
。

（
脇
）
牌
⑮
ゞ
旨
禺
巨
．
国
鳥
言
ｂ
ｇ
閏
月
目
巳
晨
員
白
目
三
国
５
舅
呂
屋
出
鼻
日
の
蹟
罪
の
憲
法
論
に
関
し
て
は
、
江
藤
祥
平
「
書
評
」
国
家
学
会
雑
誌
一
二
四
巻
二
・
一

二
号
（
二
○
二
年
）
二
四
‐
二
六
頁
、
同
『
近
代
立
憲
主
義
と
他
者
』
（
岩
波
書
店
、
二
○
一
八
年
）
三
四
一
‐
三
四
四
頁
、
川
鍋
健
「
テ
ク
ス
ト
解
釈
と
そ
の
目

的
ｌ
ジ
ャ
ッ
ク
。
Ｍ
・
バ
ル
キ
ン
の
『
生
け
る
原
意
主
義
』
、
そ
し
て
「
憲
法
の
救
蹟
」
と
い
う
物
語
に
つ
い
て
」
一
橋
法
学
一
六
巻
一
号
（
二
○
一
七
年
）
一
九
七
‐

二
○
一
頁
、
大
林
啓
吾
「
飽
く
な
き
磧
罪
を
超
え
て
」
千
葉
大
学
法
学
論
集
三
四
巻
三
・
四
号
（
二
○
二
○
年
）
二
二
頁
以
下
も
参
照
。

憲
法
一
三
条
の
「
幸
福
追
求
権
」
規
定
か
ら
同
性
間
の
婚
姻
の
自
由
が
導
出
し
得
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
同
性
婚
の
憲
法
的
保
護
の
可
能
性
（
三
）
。
完
」
法
学

論
叢
一
八
五
巻
一
号
（
二
○
一
九
年
）
三
八
頁
以
下
、
特
に
六
三
‐
六
八
頁
を
参
照
。

平
成
二
七
年
一
二
月
一
六
日
民
集
六
九
巻
八
号
二
四
三
一
頁
。

』
感
、
四
斤
．
］
い
Ｉ
胃
鋸
昌
唖
Ｃ
ｌ
』
『
蝉
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（
皿
再
婚
禁
止
期
間
違
憲
判
決
の
調
査
官
解
説
も
、
こ
の
点
を
認
め
て
い
る
。
参
照
、
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
六
九
巻
五
号
（
二
○
一
五
年
）
二
三
五
頁
（
「
「
婚
姻
を
す
る
に

つ
い
て
の
自
由
』
に
つ
い
て
は
、
〔
中
略
〕
意
思
決
定
の
自
由
と
い
う
事
柄
の
性
質
に
照
ら
し
、
そ
の
背
後
に
は
憲
法
一
三
条
が
基
盤
と
す
る
国
民
の
自
由
・
幸
福
追
求
の

権
利
が
あ
る
と
観
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
）
・

（
脇
）
憲
法
二
四
条
を
「
憲
法
の
基
底
的
な
原
理
で
あ
る
個
人
の
尊
厳
と
平
等
を
定
め
た
も
の
と
解
し
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
侵
害
に
つ
い
て
、
憲
法
上
の
婚
姻
の
自
由
に
対
す
る

侵
害
と
構
成
す
べ
き
で
あ
る
」
と
説
く
、
巻
美
矢
紀
「
○
房
侭
禺
呂
判
決
と
平
等
な
尊
厳
」
憲
法
研
究
第
四
号
（
二
○
一
九
年
）
二
三
頁
を
参
照
。

（
Ⅷ
）
本
文
で
挙
げ
た
二
つ
の
権
利
内
容
は
判
例
の
説
示
に
基
づ
く
暫
定
的
な
記
述
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
言
２
９
ｚ
の
言
８
日
ず
函
○
罠
①
丘
の
法
律
関
係
論
に
基
づ

く
「
婚
姻
の
自
由
」
の
権
利
規
範
と
し
て
の
性
格
に
関
す
る
詳
細
な
分
析
と
し
て
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
脳
）
、
四
九
‐
五
六
頁
を
参
照
。

（
刑
）
婚
姻
の
自
由
の
条
文
上
の
根
拠
に
関
す
る
整
理
と
し
て
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
脳
）
、
四
三
‐
四
四
頁
を
参
照
。

（
、
）
木
村
草
太
「
憲
法
と
同
性
婚
」
杉
田
敦
編
『
グ
ロ
ー
バ
ル
の
中
の
政
治
」
（
岩
波
書
店
、
二
○
一
六
年
）
八
八
頁
、
辻
村
み
よ
子
「
憲
法
と
家
族
』
（
日
本
加
除
出
版
、
二

○
一
六
年
）
七
九
‐
八
八
頁
、
特
に
八
七
頁
（
「
個
人
主
義
原
理
に
貫
か
れ
た
憲
法
二
四
条
の
も
と
で
は
、
同
等
の
権
利
を
も
っ
た
夫
婦
を
単
位
と
す
る
家
族
が
理
想
と
さ

れ
、
女
性
（
妻
）
の
権
利
・
地
位
の
強
化
が
め
ざ
さ
れ
た
」
）
を
参
照
。

（
肥
）
例
え
ば
、
初
宿
正
典
「
憲
法
２
基
本
権
〔
第
三
版
〕
』
（
成
文
堂
、
二
○
一
○
年
）
一
三
四
‐
一
三
五
頁
。

（
燗
）
例
え
ば
、
憲
法
一
三
条
後
段
に
基
づ
く
婚
姻
保
護
請
求
権
の
主
張
に
否
定
的
な
見
解
と
し
て
、
木
村
・
前
掲
注
（
皿
）
、
九
二
‐
九
五
頁
を
参
照
。

（
皿
）
駒
村
圭
吾
「
憲
法
二
四
条
二
項
に
つ
い
て
の
意
見
書
」
言
Ｐ
Ｆ
Ｅ
「
婚
姻
の
自
由
を
す
べ
て
の
人
に
」
訴
訟
訴
訟
資
料
」
合
ヰ
房
三
急
急
ぎ
．
邑
匿
頁
建
Ｑ
９
国
曽
田
Ｃ
ご

ず
ろ
腸
呂
①
①
留
届
幹
貯
評
窃
①
間
、
罵
計
＄
眉
邑
を
参
照
（
二
○
二
一
年
九
月
九
日
最
終
閲
覧
）
。

（
唖
駒
村
・
前
掲
注
（
脳
）
、
三
頁
を
参
照
。

（
唖
佐
藤
幸
治
『
日
本
国
憲
法
論
〔
第
二
版
〕
』
（
成
文
堂
、
二
○
二
○
年
）
一
九
九
頁
。

（
唖
駒
村
・
前
掲
注
（
剛
）
、
二
頁
を
参
照
。

（
畑
）
佐
藤
幸
治
『
現
代
国
家
と
人
権
』
（
有
斐
閣
、
二
○
一
○
年
）
九
三
‐
九
四
頁
、
同
『
日
本
国
憲
法
と
「
法
の
支
配
」
』
（
有
斐
閣
、
二
○
○
二
年
）
一
四
○
‐
一
四
二
頁

を
参
照
。
実
際
に
、
個
人
の
自
律
や
自
己
決
定
を
、
そ
の
個
人
の
置
か
れ
て
い
る
社
会
的
・
制
度
的
諸
条
件
と
は
無
関
係
に
観
念
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る

学
説
は
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
小
泉
良
幸
『
個
人
と
し
て
尊
重
ｌ
「
わ
れ
ら
国
民
」
の
ゆ
く
え
』
（
勁
草
書
房
、
二
○
一
六
年
）
三
八
‐
三
九
頁
、
山
崎
友
也
『
憲
法

の
最
高
法
規
性
と
基
本
塵
（
信
山
社
、
二
○
一
九
年
）
一
三
四
‐
一
三
五
頁
、
山
本
龍
彦
「
生
殖
補
助
医
療
と
憲
法
一
三
条
１
１
「
自
己
決
定
塵
の
構
造
と
適
用
」
辻

村
み
よ
子
・
長
谷
部
恭
男
編
『
憲
法
理
論
の
再
創
造
』
（
日
本
評
論
社
、
二
○
二
年
）
三
二
八
‐
三
三
一
頁
を
参
照
。

（
剛
）
牌
、
．
］
○
の
①
ｇ
勾
闇
．
弓
目
三
○
塁
目
目
９
司
召
目
○
三
（
乞
忠
）
ゞ
煙
蔭
届
鰈
扁
（
「
政
府
に
は
、
個
人
に
、
選
択
肢
の
適
度
な
範
囲
と
そ
の
選
択
を
選
ぶ
諸
々
の
機
会
を
提

供
す
る
環
境
を
創
造
す
る
義
務
が
あ
る
。
そ
の
義
務
は
、
価
値
あ
る
人
格
的
な
生
を
送
る
人
々
の
利
益
に
由
来
す
る
」
）
．

（
伽
）
国
．
胃
画
震
い
＄
．
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（
皿
）
も
ち
ろ
ん
、
同
性
間
の
関
係
吟

き
る
だ
ろ
う
。
後
述
側
を
参
照
。

（
脱
）
小
山
剛
『
憲
法
上
の
権
利
２

（
脳
）
最
大
判
平
成
二
七
年
一
二
月

（
剛
）
同
上
、
特
に
二
四
三
一
‐
二
両

（
脳
）
最
大
判
平
成
二
七
年
一
二
月

（
剛
）
同
上
、
特
に
二
五
九
一
頁
を
《

（
Ｗ
）
例
え
ば
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
》

（
脱
）
小
山
剛
『
憲
法
上
の
権
利
の
作

同
性
間
の
関
係
に

法
〔
第
三
版
〕
』
（
尚
学
社
、
二
○
一
六
年
）
一
○
五
頁
の
整
理
を
参
照
。

（
哩
最
大
判
平
成
二
七
年
一
二
月
一
六
日
民
集
六
九
巻
八
号
二
四
二
七
頁
。

（
剛
）
同
上
、
特
に
二
四
三
一
‐
二
四
三
二
頁
を
参
照
。

（
脳
）
最
大
判
平
成
二
七
年
一
二
月
一
六
日
民
集
六
九
巻
八
号
二
五
八
六
頁
。

（
剛
）
同
上
、
特
に
二
五
九
一
頁
を
参
照
。

（
Ｗ
）
例
え
ば
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
婚
姻
制
度
の
廃
止
を
主
張
す
る
も
の
と
し
て
、
松
田
和
樹
「
同
性
婚
か
？
あ
る
い
は
結
婚
制
度
廃
止
か
？
ｌ
正
義
と
承
認
を
め

ぐ
る
ア
ポ
リ
ア
」
国
家
学
会
雑
誌
一
三
一
巻
五
・
六
号
（
二
○
一
八
年
）
一
頁
以
下
を
参
照
。

（
珊
）
水
野
紀
子
「
公
権
力
に
よ
る
家
族
へ
の
介
入
」
同
編
「
社
会
法
制
・
家
族
法
制
に
お
け
る
国
家
の
介
入
』
（
有
斐
閣
、
二
○
一
三
年
）
一
七
○
頁
を
参
照
。

（
Ⅷ
）
佐
々
木
く
み
「
婚
姻
の
自
由
の
憲
法
理
論
的
研
究
に
関
す
る
覚
書
」
山
元
一
ほ
か
編
『
憲
法
の
普
遍
性
と
歴
史
性
辻
村
み
よ
子
先
生
古
稀
記
念
論
集
」
（
日
本
評
論
社
、

二
○
一
九
年
）
一
九
二
頁
は
、
「
そ
も
そ
も
憲
法
学
で
は
、
婚
姻
制
度
に
お
け
る
親
子
関
係
の
意
義
が
十
分
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
な
く
婚
姻
の
自
由
が
語
ら
れ
て
き
た
き
ら

い
が
あ
る
」
と
し
、
「
婚
姻
関
係
を
親
子
関
係
か
ら
切
り
離
し
た
制
度
を
模
索
す
る
に
し
て
も
、
親
子
関
係
へ
の
視
座
を
欠
い
て
は
な
ら
な
い
」
と
指
摘
す
る
。

（
剛
）
窪
田
充
見
『
家
族
法
〔
第
四
版
〕
』
（
有
斐
閣
、
二
○
一
九
年
）
一
七
四
‐
一
七
五
頁
を
参
照
。

（
皿
）
そ
の
よ
う
な
子
ど
も
を
連
れ
添
っ
た
同
性
カ
ッ
プ
ル
の
家
族
は
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
法
的
承
認
は
、
現
行
法
上
、
地
方
自
治
体
の
条
例
を
通
じ
て
「
家

族
」
で
あ
る
こ
と
を
公
的
に
宣
誓
で
き
る
に
留
ま
る
。
例
え
ば
、
「
『
家
族
と
認
め
て
も
ら
え
た
』
…
同
性
カ
ッ
プ
ル
と
そ
の
子
ど
も
、
宣
誓
で
公
的
『
家
族
」
に
」
読
売
新

聞
オ
ン
ラ
イ
ン
二
○
一
二
年
七
月
一
日
（
再
ｇ
の
ミ
弓
言
言
．
旨
日
旨
昌
８
．
言
含
農
○
口
巴
ｓ
ｏ
四
ｓ
臼
‐
○
曙
白
日
ｇ
届
こ
）
（
二
○
二
一
年
九
月
九
日
最
終
閲
覧
）
を
参
照
。

（
Ｍ
）
例
え
ば
、
「
重
親
に
な
り
た
些
三
○
代
男
性
カ
ッ
プ
ル
を
認
定
愛
知
の
市
」
朝
日
新
聞
デ
ジ
タ
ル
二
○
二
○
年
三
月
一
八
日
言
ｇ
の
ミ
ミ
ミ
ミ
．
煙
の
呂
胃
○
日
、
胃
‐

号
市
辺
ン
、
ｚ
閏
、
く
冨
雪
ｚ
曽
○
弓
９
８
ヶ
日
巳
（
二
○
二
一
年
九
月
九
日
最
終
閲
覧
）
、
「
養
育
里
親
男
性
カ
ッ
プ
ル
を
大
阪
市
が
全
国
初
認
定
」
毎
日
新
聞
二
○
一
七
年

（
剛
）
本
文
の
叙
述
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
民
事
連
帯
契
約
（
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｓ
）
の
よ
う
な
性
的
指
向
に
関
係
な
く
婚
姻
と
は
異
な
る
当
事
者
間
の
契
約
に
基
づ
く
関
係
形
成
を
支
援
す
る

た
め
の
制
度
の
導
入
を
否
定
す
る
趣
旨
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
国
家
に
は
個
人
の
自
律
的
な
生
を
可
能
に
す
る
環
境
の
整
備
や
選
択
肢
の
提
供
の
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
と

す
る
本
稿
の
憲
法
一
三
条
解
釈
か
ら
す
る
と
、
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｓ
の
よ
う
な
制
度
の
導
入
は
個
人
の
自
律
の
観
点
か
ら
望
ま
し
い
も
の
と
さ
え
言
え
る
。
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｓ
に
つ
い
て
は
、

大
島
理
沙
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
非
婚
カ
ッ
プ
ル
の
法
的
保
護
（
二
」
北
大
法
学
論
集
五
七
巻
六
号
（
二
○
○
七
年
）
三
七
○
頁
以
下
を
参
照
。
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｓ
の
よ
う
な

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
登
録
制
度
を
「
法
律
婚
カ
ッ
プ
ル
と
婚
姻
外
カ
ッ
プ
ル
と
の
間
に
、
自
律
的
な
関
係
を
合
意
に
よ
り
形
成
す
る
第
三
の
カ
ッ
プ
ル
を
形
成
し
よ
う
と
す

る
試
み
」
と
し
て
評
価
す
る
も
の
と
し
て
、
山
下
純
司
「
婚
姻
外
カ
ッ
プ
ル
の
多
様
性
と
法
的
保
護
の
論
理
」
犬
伏
由
子
編
集
担
当
『
現
代
家
族
法
講
座
第
二
巻
婚
姻
と

四
月
五
日
朝
刊
を
参
照
。

お
け
る
「
両
当
事
者
の
本
質
的
平
等
」
は
、
憲
法
一
四
条
一
項
の
要
請
を
一
三
条
の
解
釈
に
読
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
も
導
く
こ
と
が
で
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離
婚
』
（
日
本
評
論
社
、
二
○
二
○
年
）
五
六
頁
を
参
照
。


